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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１８年３月１０日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時３３分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長� 山本靖一 � 副委員長� 木村勝彦 � 委　　員� 藤浦雅彦

委　　員� 原田　平 � 委　　員� 野原　修

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正�

都市整備部長　岩田延弘� 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

同部参事兼建築指導課長　中谷久夫　　都市計画課参事　渡場修一

まちづくり支援課長　土井正治　　同課参事　山本莊一� 建築住宅課長　長野俊郎

土木下水道部長　山脇　智� 同部次長兼下水道管理課長　宮川茂行

同部参事兼公園みどり課長　野畑一雄　　同部参事兼道路課長　藤井義己

公園みどり課参事　勝　松男　　交通対策課長　水田和男

下水道業務課長　石川裕司� 下水道管理課参事　山口　繁

下水道整備課長　渡辺勝彦

水道部長　池田三紀夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫� 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１８年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１７年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２８号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件所管分（第２条第５

号（優良宅地の造成及び優良住宅の新築等の認定に関する事務）に関

する改正）

議案第　６号　平成１８年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

議案第１３号　平成１７年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算

議案第３５号　摂津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条

例制定の件

議案第　２号　平成１８年度摂津市水道事業会計予算

議案第１０号　平成１７年度摂津市水道事業会計補正予算

議案第３６号　摂津市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

ただいまから建設常任委員会を開会いた

します。

　理事者からあいさつを受けます。

　市長。

○森山市長　おはようございます。８日、

９日と各会派の皆さんには、代表質問、

大変ご苦労さまでございました。本日は、

それを受けまして、建設常任委員会を開

催賜りまして、大変ありがとうございま

す。どうか慎重審議の上、ご可決賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

　なお、私は一たん退席いたしますけれ

ども、在庁いたしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。ありがと

うございました。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野原委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　土木下水道部長。

○山脇土木下水道部長　議案第１号、平

成１８年度摂津市一般会計予算のうち、

土木下水道部にかかわる部分につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料では、その主な

ものとして、節３、クリーンセンター使

用料は、クリーンセンター用地使用料で

ございます。目４、農林水産業使用料で

は、節１、水路使用料は、法定外水路占

用料でございます。目５、土木使用料で

は、その主なものとして、節１、道路使

用料は道路占用料でございます。節３、

公園使用料は、関西電力の電柱などの公

園占用料でございます。節４、駐車場使

用料は、自動車及び自転車駐車場の使用

料と駐車場用地使用料でございます。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料では、その主なものとして、節

１、総務手数料では下から１行目の諸証

明手数料は、道路幅員証明手数料でござ

います。

　３７ページ、目２、衛生手数料では、

その主なものとして、節５、し尿処理手

数料は、し尿処理及び浄化槽汚泥処分の

手数料のほか、浄化槽清掃業及び一般廃

棄物収集運搬業の許可申請手数料でござ

います。目３、農林水産業手数料では、

その主なものとして、節２、明示手数料

は、水路敷地境界明示手数料でございま

す。目４、土木手数料では、節１、明示

手数料のうち、上から２行目の道路敷地

境界等明示手数料でございます。

　４１ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目２、土木費国庫補助

金では、節１、地籍調査費補助金は、都

市再生地籍調査委託補助金でございます。

　５１ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金では、

その主なものとして節２、地籍調査費補

助金は、都市再生地籍調査委託補助金で

ございます。
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　５３ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金では、その主なものとして、

節１、土木管理費委託金は河川環境整備

工事委託金と自転車等移動保管業務委託

金と、鶴野橋外ポンプ管理委託金でござ

います。

　６１ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入では、その主なものと

して、節１、雑収入のうち上から１５行

目の路上放棄車処理協力金と、その下、

自転車等移動保管料と、その下、自転車

等鉄屑処分金と、その下、踏荒し整地料

でございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

３７ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費では、その主なものとしまし

て、節７、賃金では、上から２行目の下

水道業務課のし尿収集事務に係る臨時職

員の賃金でございます。

　１４１ページ、目３、し尿処理費では、

その主なものとしまして、節１３、委託

料はし尿収集運搬委託料などでございま

す。節１９、負担金、補助及び交付金は、

本市のし尿及び浄化槽汚泥が吹田市の正

雀終末処理場施設で処理されていること

に伴う、同施設の維持管理及び整備負担

金でございます。

　１４２ページ、節２２、補償、補填及

び賠償金は、公共下水道整備に伴うし尿

くみ取り件数の減少に対するし尿収集運

搬業者への補償金などでございます。

　１４７ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目４、農業水路費では、

農業水路の維持管理に係る経費で、その

主なものとしまして、節７、賃金は、地

元農業関係者による水路しゅんせつ等に

係る賃金でございます。節１１、需用費

は、農業用施設の光熱水費と修繕料でご

ざいます。節１３、委託料は、河原樋ポ

ンプ場ほか１件の管理業務委託料でござ

います。

　１４８ページ、節１５、工事請負費は、

農業水路に係る雑工事でございます。節

１９、負担金、補助及び交付金は、神安

土地改良区に対する水路整備事業等の実

施に伴う償還金負担金や排水施設維持管

理費負担金等でございます。

　１５２ページ、款７、土木費、項１、

土木管理費、目１、土木総務費では、そ

の主なものとして、１５３ページ、節１

３、委託料は土木施設の維持に係る作業

業務委託料でございます。

　１５４ページ、節２８、繰出金は、公

共下水道事業特別会計への繰出金でござ

います。目２、交通対策費では、その主

なものとして、節１３、委託料は交通指

導業務委託料、放置自転車等移動委託料

及び１５５ページ、駐車場管理委託料が

主なものでございます。節１５、工事請

負費は、交差点改良工事と道路反射鏡設

置工事と路面標示設置工事でございます。

節１９、負担金、補助及び交付金は、市

内循環バス運行補助金等でございます。

　１５６ページ、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費では、その主

なものとしまして、節１３、委託料は、

都市再生地籍調査業務委託料と駅前広場

管理委託料などが主なものでございます。

　１５７ページ、目２、道路維持費では、

道路管理に係る維持管理経費のほか、市

内環境整備事業などの事業費でございま

す。目３、道路新設改良費では、その主

なものとしまして、節１５、工事請負費

は千里丘東２３号線道路改良事業等でご

ざいます。

　１５８ページ、目４、交通安全対策費

では、歩道段差切り下げなどの交通安全

対策工事の事業費でございます。

　１５９ページ、項３、水路費、目１、
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排水路費では、その主なものとしまして、

節１１、需用費は排水路施設の光熱水費

と修繕料でございます。節１３、委託料

は、排水路やポンプ場等の維持管理に係

る委託料でございます。

　１６０ページ、節１５、工事請負費は、

排水路に係る雑工事でございます。節１

９、負担金、補助及び交付金は、番田水

門設置に伴う内水対策事業の実施に係る

負担金でございます。

　１６１ページ、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、その主なもの

としまして、節１、報酬は、緑化推進嘱

託員の報酬でございます。

　１６２ページ、節７、賃金は、緑化推

進員の賃金でございます。

　１６６ページ、目３、緑化推進費で、

その主なものとしまして、節１４、使用

料及び賃借料で、草花の借上料のほか、

節１６、原材料費では花いっぱい活動助

成を初め、市内花壇等の花苗、土、肥料

等でございます。目４、公園管理費では、

その主なものとしまして、節１１、需用

費は公園等の光熱水費と修繕料でござい

ます。

　１６７ページ、節１３、委託料は、公

園等の施設の機能維持を図るための管理

委託料と公園台帳の作成委託料並びに公

園等砂場の消毒と清掃委託料でございま

す。節１５、工事請負費は、遊具や管理

施設等の取りかえ、改修工事などでござ

います。

　１６８ページ、目５、都市公園事業費

では、節１９、負担金、補助及び交付金

は、安威川ふれあいづつみ事業に要した

神安土地改良区への償還金負担金でござ

います。

　１７８ページ、款８、消防費、項１、

消防費、目３、水防費では、その主なも

のとしまして、節１６、原材料費は水防

資材の購入費でございます。節１９、負

担金、補助及び交付金では、上から３行

目の淀川右岸水防事務組合に対する負担

金と、その下、２行目の安威川ダムの建

設に係る水源地域対策特別措置法第１２

条に基づく負担金等でございます。

　以上、歳出の説明といたします。

　続きまして、１１ページの第２表の債

務負担行為のうち、番田水路下流部整備

事業で、期間及び限度額を定めておりま

す。番田水路下流部整備事業に伴う本市

負担金につきましては、神安土地改良区

が融資資金を受けて、その償還に合わせ

て本市が神安土地改良区に負担金を支払

うものでございます。今回は平成１８年

度工事分の本市負担金に係るもので、上

段が農林漁業金融公庫融資分、下段が、

大阪府信用農業協同組合連合会融資分で

ございます。

　以上、債務負担行為の説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算第６号のうち、

土木下水道部にかかわる部分につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、２０ペー

ジをお開き願います。

　２０ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金では、節１、寄附

金は緑化事業寄附金２件を歳入いたして

おります。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　４７ページ、款４、衛生費、項２、清

掃費、目３、し尿処理費では、節１３、

委託料はし尿及び浄化槽汚泥の沈砂槽な

どの清掃委託料で、委託金額が確定した

ことにより減額するものでございます。

節１９、負担金、補助及び交付金は、正
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雀終末処理施設維持管理負担金で、今後

の処理量見込みから減額するものでござ

います。節２２、補償、補填及び賠償金

は、し尿くみ取り世帯の減少に対する補

償金で、補償金額が確定したことにより

減額するものでございます。

　４８ページ、款５、農林水産業費、項

１、農業費、目４、農業水路費では、そ

の主なものとしまして、節７、賃金は農

業用水路しゅんせつ賃金の金額が確定し

たことにより減額するものでございます。

節１５、工事請負費は、農業水路に係る

雑工事の執行差金を減額するものでござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金では、地盤沈下対策事業償還金負担金

について、神安土地改良区が農地転用時

の決済金により、繰上償還したことに伴

い、償還金負担金が減額となるものでご

ざいます。また、神安土地改良区負担金

については、負担金額が確定したことに

より減額するものでございます。

　４９ページ、款７、土木費、項１、土

木管理費、目１、土木総務費では、その

主なものとしまして、節１４、使用料及

び賃借料は、電子複写機レンタル料の金

額が確定したことにより減額するもので

ございます。節２８、繰出金は、公共下

水道事業特別会計において下水道使用料

収入の増加や維持管理経費の減少に伴い、

一般会計繰出金を減額するものでござい

ます。

　５０ページ、目２、交通対策費では、

節１３、委託料は交通指導業務委託料の

金額が確定したことにより減額するもの

でございます。節１５、工事請負費は、

交通安全対策工事の金額が確定したこと

により減額するものでございます。項２、

道路橋りょう費、目１、道路橋りょう総

務費では、その主なものとしまして、節

１２、役務費は、放置自動車撤去に伴う

リサイクル料金等が確定したことにより

減額するものでございます。節１３、委

託料は、道路境界査定委託料、管理台帳

作成委託料、放置自動車撤去委託料の金

額が確定したことにより減額するもので

ございます。

　５１ページ、目２、道路維持費では、

節１３、委託料は街路樹剪定委託料、路

面清掃委託料の金額が確定したことによ

り、減額するものでございます。節１５、

工事請負費は、道路維持工事の執行差金

を減額するものでございます。目３、道

路新設改良費では、節１５、工事請負費

は新設改良工事の金額が確定したことに

より減額するものでございます。目４、

交通安全対策費では、節１５、工事請負

費では交通安全対策工事の執行差金を減

額するものでございます。

　５２ページ、項３、水路費、目１、排

水路費では、節１１、需用費は、排水路

等しゅんせつ事業における修繕料の執行

差金を減額するものでございます。節１

３、委託料は、残土等の受入処分の減少

及びポンプ場電気保安業務委託料、ポン

プ場設備保守点検委託料、味舌ポンプ場

水路系維持管理業務委託料の金額が確定

したことにより、減額するものでござい

ます。その下、排水管及び水路しゅんせ

つ委託料の執行差金を減額するものでご

ざいます。

　５４ページ、項４、都市計画費、目１、

都市計画総務費では、節２５、積立金は

寄附金を緑化基金に積み立てるものでご

ざいます。

　５５ページ、目４、公園管理費では、

節１５、工事請負費は公園遊具取替工事

の金額が確定したことにより減額するも

のでございます。節１９、負担金、補助

及び交付金は、ちびっこ広場管理補助金

の金額が確定したことにより減額するも
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のでございます。

　５８ページ、款８、消防費、項１、消

防費、目３、水防費では、節１４、使用

料及び賃借料は、味舌下公園内にござい

ます水防倉庫の土地借上料の金額が確定

したことにより減額するものでございま

す。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　都市整備部長。

○岩田都市整備部長　おはようございま

す。議案第１号、平成１８年度摂津市一

般会計予算のうち、都市整備部にかかわ

る部分につきまして、目を追って主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目５、土木使用料のうち公営住

宅使用料は、市営住宅使用料等でござい

ます。

　次に３７ページ、款１３、使用料及び

手数料、項２、手数料、目４、土木手数

料では、都市計画道路敷地境界明示手数

料等でございます。

　次に５０ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目６、土木費府補助金

のうち、都市計画費補助金は、土地利用

規制等対策費交付金と府景観条例事務取

扱交付金でございます。

　次に５３ページ、款１５、府支出金、

項３、委託金、目３、土木費委託金のう

ち、都市計画費委託金のうち主なものは、

都市計画法施行事務取扱委託金等でござ

います。

　次に６１ページ、款１９、諸収入、項

４、雑入、目１、雑入のうち、雑収入は、

上から９行目、都市計画図売却収入から

１３行目の入居者負担金までの３件でご

ざいます。

　次に歳出でございますが、１６１ペー

ジ、款７、土木費、項４、都市計画費、

目１、都市計画総務費では、都市計画審

議会委員報酬及び事務執行経費でござい

ます。

　１６３ページ、委託料は、電波障害調

査委託料等でございます。

　１６４ページ、備品購入費は、庁用器

具費でございます。負担金、補助及び交

付金のうち当部に関係いたしますものは、

１行目、大阪府都市計画協会負担金ほか

９件の負担金及び阪急正雀駅エレベーター

設置補助金とＪＲ千里丘駅エレベーター

設置補助金でございます。

　１６５ページ、款７、土木費、項４、

都市計画費、目２、街路事業費のうち報

償費は、平成１４年度に制定した都市景

観まちづくり要綱の施行に伴う都市景観

まちづくり審議会及び都市景観アドバイ

ザー委員会の報償金でございます。委託

料は、千里丘三島線交差点改良事業に要

する測量等委託料でございます。工事請

負費では、千里丘三島線交差点改良事業

に要する道路改良事業費を計上いたして

おります。補償、補填及び賠償金は、千

里丘三島線交差点改良事業に要する支障

物件移転補償でございます。

　１６９ページ、款７、土木費、項５、

住宅費、目１、住宅管理費では、住宅管

理人報酬及び事務執行経費でございます。

　１７０ページ、委託料は、住宅管理に

伴うもので、その主なものは、緊急通報

設備管理委託料及び建替え基本構想策定

委託料等でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算第６号のうち、

都市整備部にかかわる部分につきまして、

目を追って主なものについて補足説明さ
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せていただきます。

　まず、歳入でございますが、１７ペー

ジ、款１５、府支出金、項１、府負担金、

目４、土木費府負担金は、都市計画道路

千里丘三島線の道路改良事業負担金で、

事業確定により減額いたすものでござい

ます。款１５、府支出金、項２、府補助

金、目６、土木費府補助金は、土地利用

規制等対策費交付金でございます。

　１８ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目３、土木費委託金、都市計画

費委託金では、都市計画基礎調査委託金

等でございます。

　１９ページ、款１６、財産収入、項２、

財産売払収入、目１、不動産売払収入の

うち、土地売払収入は、千里丘三島線交

差点改良事業にかかわる土地売払収入で

ございます。

　２０ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入のうち、公共公益費用

協力金は、平成１７年度の歳入額を精査

し、増額いたすものでございます。

　次に、歳出でございますが、５３ペー

ジ、款７、土木費、項４、都市計画費、

目１、都市計画総務費は、報酬、旅費、

需用費等では、事業にかかわる経費の執

行差金であります。

　５４ページ、目２、街路事業費では、

報償費、旅費、需用費は、都市景観事業

等にかかわる経費の執行差金であります。

役務費、委託料と５５ページ、工事請負

費、公有財産購入費、補償、補填及び賠

償金は、千里丘三島線交差点改良事業及

び千里丘三島線道路改良事業等にかかわ

る経費の執行差金及び落札差金でありま

す。

　５６ページ、款７、土木費、項５、住

宅費、目１、住宅管理費では、委託料等

にかかわる経費の執行差金と市営住宅整

備基金積立金で、これは市営住宅の整備

及び管理を適正に履行するため、財源の

確保をいたすものでございます。

　最後に７ページ、第２表、繰越明許費

につきましては、阪急正雀駅エレベーター

設置補助事業におきまして、土質調査の

結果が既存の土質データと相違があり、

設計変更が生じたこと、また建設資材市

場における鉄鋼不足のために、年度内の

完成が困難となったためであります。ま

た、千里丘三島線道路改良事業におきま

しては、用地買収が購入価格等の買収条

件では合意をいただいておりますが、権

利関係が複雑で、年度内契約が困難であ

ることから、繰越明許をお願いいたすも

のでございます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　質疑の方は、できるだけページ数を示

していただければありがたいのですが、

よろしくお願いいたします。

　野原委員。

○野原委員　おはようございます。それ

では、またいろいろ教えていただきたい

と思いますので、質問させていただきま

す。

　まず１番目、交通指導業務委託料が前

年より６万６，０００円減っている内容

を教えていただきたいと思います。

　２番目、自転車等保管事務所管理委託

料３１万２，０００円ふえている理由を

教えていただきたいと思います。

　３番目、自転車利用者指導委託料８４

０万１，０００円ふえている理由を教え

ていただきたいと思います。

　４番目、機械警備委託料３５万１，０

００円減っている内容を教えていただき

たいと思います。

　５番目、道路反射鏡清掃業務委託料４
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２万７，０００円減っている理由を教え

ていただきたいと思います。

　６番目、路面標示設置工事、これは前

年と一緒なんですけど、これの内容を教

えていただきたいと思います。

　それと、前回、質問いたしました鳥飼

の違法駐車場利用状況、いま一度教えて

いただきたいと思います。

　９番目、都市再生地籍調査業務委託料、

これはどのようなものか、内容を教えて

いただきたいと思います。

　１１番目、道路維持工事、これの道路

占用料が９，２６０万円となっておりま

す。この内容を教えていただきたいと思

います。

　１２番目、自転車等鉄屑処分金なんで

すけど、前回も質問させてもらいました

が、その後、どのような対応をなされて

いるか教えていただきたいと思います。

　次に、路上放棄車処理協力金に関しま

してご説明をお願いしたいと思います。

　１５番目、建築確認申請者負担金、こ

れのご説明をよろしくお願いします。

　１６番目、今問題になっております悪

徳リフォーム業者に関する対応をどのよ

うにされているのかお聞かせください。

　次、公園管理委託料に関して内容を教

えていただきたいと思います。

　それと、花とみどりの相談所運営につ

いて及び花いっぱい活動について、教え

ていただきたいと思います。

○山本靖一委員長　中谷参事

○中谷都市整備部参事　ご質問の、６１

ページの建築確認申請者負担金について、

ご説明申し上げます。

　平成１１年から民間にも建築確認がお

ろせるようになりまして、大阪府の特定

行政庁だけではなく、民間に建築確認が

持ち込まれるということでございます。

この建築確認について、私どもみたいな

特定行政庁でない市町村に調査報告書と

いうものをつくって、そこに添付して、

建築確認を出していただくということに

なっておるんですけれども、これらの業

務手数料として、建築確認の手数料のう

ち１５％相当を、こういう民間の確認機

関からちょうだいするということになっ

ております。ここに記載いたしておりま

すのは、大阪府に持ち込まれた建築確認

ではなく、民間に持ち込まれた建築確認

の手数料に対する１５％相当額を計上さ

せていただいております。

　次に、悪徳リフォーム業者の対応につ

いてでございますけれども、悪徳リフォー

ム業者については、屋根が傷んでいると

か、シロアリにやられているとか、水回

りが腐っているとか、床下の換気ができ

てないから家が傷みますよとか、耐震工

事をしとかないと地震が来たときにはえ

らい目に遭いますよとか、こういう口実

で各家庭に入り込むということでござい

ます。この分につきましては、基本的に

は大阪府の消費生活センターの方で対応

していただいているわけなんですけれど

も、当然、我々の方も窓口の方に、耐震

に絡んでご相談いただければ、職員の対

応できる範囲で対応いたします。それと、

職員の対応でき切れない部分につきまし

ては、我々各行政がお金を出し合って設

立いたしております防災センターですね、

支援している防災センター等に相談を持

ち込んでいただくということになります

けれども、いずれにせよ、我々の方の窓

口にもし来ていただければ、消費生活セ

ンターなり、それなりの防災センターな

り、適切な方向性というのをお示しして

いきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

○山本靖一委員長　勝参事。

○勝公園みどり課参事　花とみどりの相
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談所の内容でございますが、花とみどり

の相談所の設置は、草花、樹木、育苗等

の知識及び技術的なもの、そのほか家庭

園芸実践教室、講師の派遣、あるいは地

域団体、グループ活動などについて、電

話や直接の相談、指導等の業務を行うも

ので、市民による花とみどりの実践を養

成して育成を図るとともに、花とみどり

の輪を広げていくものであると考えてい

るところでありますが、同時に、鶴野苗

圃内に設置しているわけでございますが、

花とみどりのネットワークの拠点として

も、平成１４年９月に開所してきたとこ

ろでございます。

　内容でございますが、現在、年間を通

じて市民の相談件数、平成１７年４月１

日から平成１８年２月末日までの相談件

数は１４５件でございます。そのほか、

市民研修もそれぞれ行っておりますが、

特に花と木の実践養成教室、あるいは木

の剪定教室、あるいは市民の相談に応じ

ての実践の指導等も行っているところで

ございます。大ざっぱに申し上げまして、

相談所の内容としましては、そういう内

容でございます。

　それから、花いっぱい活動の内容でご

ざいますが、市内の緑化推進活動及び美

しいまちづくりの一環として、グループ、

団体等が行う花いっぱい活動に関しての

活動に対する助成をしていくという格好

でございまして、特に多くの市民の目に

触れる場所において、草花等を植栽する

グループ等団体等に、原材料で支給をし

ているという助成でございます。

　それから、内容的に植栽面積も大小そ

れぞれございますので、総面積は２０平

方メートル以上である敷地を有して、年

間３回以上の草花等の植えかえを行うも

の、あるいは花いっぱい活動を行ってい

るグループ、団体等で、自治会から承認

を受けて、かつ年間２回以上の草花等の

植えかえを行うものに対する助成でござ

います。

　それから、金額でございますが、面積

その他いろいろ規模に応じて違いますの

で、年間１０万円あるいは１５万円相当

の原材料等を、申請がございましたらそ

の範囲の中で助成をしていくということ

で、団体数がふえますと、パイが決まっ

ておりますから、当然、予算の範囲内で

ということになりますから、団体数がふ

えれば、当然、その助成する金額も、多

少減っていくことになろうかと思います。

　今現在、花いっぱい活動を行っている

団体数は３６団体、７個人でございます

が、その中で、花いっぱい活動の助成を

登録されている団体の数は２８団体であ

ります。

　それから、公共施設内で、現在、市内

の花壇数は約５０か所ございまして、市

直営が１１か所、市と市民の協働でやっ

ているところは２１か所、あるいは市民

単独でやっているところは１８か所、合

計５０か所でございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園管理委託

料の内容について、ご説明申し上げます。

　まず、公園管理委託料、総額で７，８

５１万６，０００円ございます。その中

で、一番大きな作業委託としまして、都

市公園の管理作業委託がございます。そ

の内容でございますけれど、市内３８か

所の都市公園を初め、緑地、緑道とかあ

りますけれど、その中で剪定作業、それ

がございます。その次に薬剤散布作業、

それから肥料を行う作業です。それから、

除草作業、これは大正川の左岸、右岸、

それから平和公園、安威川右岸、境川右

岸の河川敷と、もう一つは大正川ジョギ

ングロード、安威川ジョギングロードが
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ございます。それと、あとは都市公園内

の除草作業、それと支柱の取りかえ作業、

潅水作業、フジ剪定の作業、それから梅

林の管理作業、ショウブ管理作業、それ

と管理棟の委託料がございます。この管

理棟につきましては、別府公園と庄屋公

園とふるさと公園の３か所がございます。

　その次に、大きな内容でございますけ

れど、ごみ収集業務管理委託がございま

す。この内容につきましては、都市公園、

ちびっこ広場、バス停、市道路、公園等

のごみの定期収集、それと市道路、公園

等の不法投棄の処理でございます。まず、

月曜日から金曜日の作業でございますけ

れど、まず月曜日につきましてはバス停

と大正川ジョギングロード、それからち

びっこ広場のごみを収集しております。

それから、火曜日につきましては公園、

緑地、緑道の内容でございます。それか

ら、水曜日につきましては不法投棄。木

曜日については、同じくバス停、大正川

ジョギングロード、ちびっこ広場。金曜

日は、公園、緑地、緑道のごみを収集し

ているということでございます。

　あと、除草、清掃作業委託といたしま

して、これはシルバー人材センターに委

託しております、市内の公園の除草並び

に清掃の作業委託でございます。それと、

公園内の便所、浄化槽管理委託がござい

ます。これは、市内のさくら公園としば

公園、２か所のそれぞれ浄化槽の保守点

検並びに清掃点検を行っています。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　予算書の１５４ペー

ジ、交通指導業務委託料の６万６，００

０円の減額の理由ということでございま

す。これは、年間を通じまして違法駐車

防止重点地域の、千里丘駅、正雀駅の交

通指導員と、鳥飼方面の迷惑駐車の指導

員の委託料でございまして、年間を通じ

ますと述べ人員で委託料を換算しており

まして、１７年度におきましては、述べ

人員が４８２名、１８年度におきまして

は、４６２名となっておりますけれども、

これは年間を通じた中で、春と秋の交通

安全運動期間中におきます違法駐車の防

止キャンペーン、あるいは迷惑駐車の防

止キャンペーンを、交通指導員が参加し

ていただくことになっておりまして、そ

の分については、通常の業務以外という

ような形で考え方を持っておられまして、

その分の約２０日分ぐらいの日数が減と

なっているような状況でございます。

　それから、同じく自転車等保管事務所

管理委託料ですね、これの３１万２，０

００円の増額の理由ということでござい

ますけれども、これは人件費の増額になっ

ておりまして、移動保管日に放置自転車

の搬入作業がございます。これを従来、

責任者が９時から出勤しておりますけれ

ども、職員２名が通常１０時からでござ

います。しかしながら、１回目の移動保

管時間が約９時半ぐらいになるケースが

多々ございますことから、職員２名も、

通常１０時からの出勤を９時半から出勤

するという体制をとりまして、搬入作業

の充実を図るということで、年間１４５

回に対する、約３０分の追加時間の人件

費ということでございます。

　それから、自転車利用者指導委託料の

８４０万１，０００円の増額の理由とい

うことでございますけれども、これはＪ

Ｒ千里丘駅前、フォルテ摂津周辺の放置

自転車の交通指導員の業務でございます

けれども、最後の千里丘ガードの拡幅工

事に伴いまして、千里丘三島線の側の歩

道部分が狭くなったということで、従来、

放置自転車がありましたけれども、置け

なくなった状態になりました。それが駅

の周辺、改札に上がる周辺のところに放
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置自転車があふれるということから、指

導員の増員を図っております。１７年度

におきましても、年度途中でございます

けれども増員を図っております。これが

効果が出ておりまして、現状、その分に

ついては放置自転車がないというふうな

状況でございますので、１８年度もその

状況を維持したいということから、指導

員の増員を図っております。指導員の業

務内容でございますけれども、以前は１

名体制で指導を行っておりましたけれど

も、現場の声を聞きますと、２名体制で

あれば、より充実した指導が図れるとい

うことで、今回２名体制で各２か所、計

４名の増員を図って、放置の対策を講じ

ていきたいという予算でございます。

　それから、機械警備委託料の減額の理

由でございますけれども、これは機械警

備、千里丘自転車・自動車駐車場、それ

からモノレールの摂津駅、南摂津駅の自

転車・自動車の管理事務所の機械警備と、

それから放置自転車の保管場所の機械警

備が従来ございまして、指定管理者制度

に伴いまして、千里丘自転車・自動車駐

車場の機械警備とモノレール摂津駅と南

摂津駅の自転車・自動車駐車場の機械警

備につきましては、それぞれ指定管理者

の委託料の中に組み込まれたということ

で、現在、計上いたしております１５万

２，０００円につきましては、放置自転

車の保管場所の機械警備ということで残っ

ておるわけでございます。

　それから、１５５ページの路面標示の

工事の内容ということでございますけれ

ども、これは公安委員会が設置いたしま

す横断歩道、停止線、それから我々道路

管理者が設置いたします中央線、外側線

がございます。それと、規制で行います

法定標示、それから法定外標示がござい

ます。我々が行います、この予算計上さ

せていただいておりますのは、道路管理

者が行いますセンターラインとか、それ

から路側帯とか、それから法定外標示、

とまれ標示、飛び出し注意とか、そうい

うふうな標示の部分を予算計上させてい

ただいておりまして、各自治会の方から

も新設の要望とか、それから復元を行っ

ていく関係がございます。年々放置して

ますと薄くなってしまうということから、

年次計画を追いながら、復元もあわせて

実施している予算でございます。

　それから、鳥飼の保管場所の利用状況

ということでございます。これはもう以

前からいろいろご質問をいただいて、ご

答弁させていただいておりますけれども、

今現在、鳥飼地区の迷惑駐車の交通指導

員の活動の拠点として利用している状況

でございます。あわせて、本来、摂津警

察によりますレッカー移動の取り締まり

の車両の保管ということで活用していた

だくことになっておりますけれども、現

状といたしましては、レッカー移動が月

１回程度ということの状況でございます。

再三、摂津警察にはレッカー移動の回数

をふやしてほしいということは要請いた

しておりますけれども、徐々にそういう

ふうな回数をふやすというふうなことも

伺っております。この本年６月に、道路

交通法の改正によりまして、駐車監視員

の制度がございます。これの兼ね合いも

ございますので、今後、その鳥飼の保管

場所の利用については、摂津警察と協議

してまいりたいなというふうに考えてお

ります。

　それから、自転車等鉄屑処分金の対応

ということでございますけれども、これ

も本市におきましては、移動保管を行い

ました日から３か月の保管ということで、

３か月を過ぎますと、鉄屑処分という形

を現在とっております。他市に伺います
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と、北摂の近隣都市におきましては、保

管期間が最短でまず１か月の市がござい

ます。それと、最長では保管期間が６か

月という市もございます。一番最短の１

か月というのが茨木市で行っておりまし

て、所有者が判明しない場合、本来、警

察の方へ照会をかけるんですけれども、

それは行わずに、自転車に記名されてい

るのみ通知を出して、保管期間が過ぎれ

ば、鉄屑処分というふうな形をとってお

られます。ただ、処分の業者が年１回の

入札で１年間で決められるということで、

本市におきましては毎回、月１回そうい

う形で入札を行っておりますけれども、

他市におきましては年１回の入札で業者

を決めて、１年間処分しているという関

係で、若干、そういう保管期間の短縮が

図れているんではないかなというところ

でございます。本市におきましては３か

月の保管ということでございますが、そ

れを短縮できないかということで、いろ

いろ検討しております。ただ、本市にお

きましては、警察への照会を行っており

ます関係上、最低でも１か月の期間を要

します。ですから、茨木市のような１か

月の保管というのは、なかなか難しいか

なということを考えておりまして、今後、

業者の選定方法もちょっと考えながら、

もう少し研究してまいりたいというふう

に考えております。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、予

算書の１５５ページ、道路反射鏡清掃業

務委託料が４２万になっておる、１７年

度から比べて減になっておるということ

でございますが、その内容でございます

けれども、平成１６年、１７年、この２

か年におきまして、ミラー清掃、それま

でにおきましては年１回のミラー清掃を

行っておりました。試験的に１６年度を、

安威川を境にいたしまして以北、約５０

０基。１７年度におきまして、安威川以

南約５００基、そのミラー清掃を実施し

たということから、まず支障がないとい

うことが出ましたので、平成１８年度か

ら１７年度までの予算よりも半減いたし

ました４２万円での予算にさせていただ

いたというのが内容でございます。

　続きまして、１５６ページの都市再生

地籍調査のことでございますけれども、

まずこの都市再生地籍調査と申し上げま

すのは、平成１８年度から本市が初めて

取り組もうということで、予算化させて

いただいたものでございます。このこと

につきましては、さきの新聞等で報道さ

れましたように、大阪におきましては地

籍調査が非常に進んでいない。全国的に

はワーストワンクラスに該当するという

ことで、国挙げて大阪に力を入れてきた

ということで、その大阪もそれを受けま

して、摂津市に対しまして、何とか地籍

調査をやっていただきたいということで

要請を受けたものが背景にございます。

一口に地籍調査というのは、その名のと

おりでございまして、土地を１筆、１筆、

要するに簡単に言いますと地番がついて

おります。地番ごとに土地の地目、地番、

所有者の記録というのが地籍ということ

になっております。その地籍というのは、

そういうことを集合体で１つのブロック、

ブロックというのは道路で取り囲んでお

るところを１つのブロックとしまして、

その面積を出していくということで、す

べての要するに国土といいますか、日本

全国土の面積を出していこうというのが

大きな目的でございます。それをさらに

細分化しまして、大阪府、大阪府の中で

また細分しまして摂津市ということで、

最終的には摂津市の行政区域すべての面

積を出していこうということは、これは
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もうかねてよりございました。しかしな

がら、先ほど私申し上げましたように、

土地というものはあくまでも個人さんで

の所有物等が大半でございますので、民

民境界というものを出していかない限り

は、こういうふうな面積は確定できない

ということで、行政先行型でいくには、

その大きな壁がございました。というこ

とから、大阪においては余り取り上げら

れておらなかったというのが現状でござ

いました。しかしながら、今回から、ま

ず道路とか水路で囲まれているところを

１ブロックとしまして、官民境界型を先

行してやっても、国費という補助事業に

採択しますよと。さらに、国費は２分の

１、これは歳入の方に示しておりますけ

れども、大阪府におきましては４分の１

ということの補助を出すよということで、

何とか進めてもらいたいということに乗

りまして、１８年度から、そういうふう

な地籍調査を進めるというのが、都市再

生地籍調査の内容でございます。

　続きまして、予算書の３４ページ、道

路占用料の９，２６０万円の内容という

ことでございますが、このことにつきま

しては、関西電力ほか２８社で、地下埋

設物であるとか電柱であるとかいうもの

の占用料でございます。その内容としま

しては、主なものでございますが、関西

電力の電柱等が約１，９００万円、同じ

く関西電力、今度は地下埋設物でござい

ますが、これが１，８５０万円程度です。

西日本電信電話、ＮＴＴでございますが、

それの電柱等につきましては２，２００

万円。この中には地下埋設物も入ってお

ります。大阪ガスのガス管等でございま

すが、それが２，２７０万円程度という

のが大きなものでございまして、以外に

小さな配水管等がございまして、トータ

ル９，２６０万円を予算計上させてもらっ

ております。

　続きまして、予算書の６１ページの路

上放棄車処理協力金についての内容とい

うことでございますが、この路上放棄車

の協力金というものにつきましては、平

成１６年度までにおきましては、１台当

たり１万２，５００円というものを協力

金としていただいておりました。しかし

ながら、去年、平成１７年１月に実施さ

れました自動車リサイクル法の施行に伴

いまして、協力金の対象が変わりました。

といいますのは、リサイクル法が制定さ

れたことによりまして、自治体がリサイ

クル促進センターに預託するリサイクル

料金の範囲内で寄附を実施されるという

ことになりましたので、その中では、放

置車の中にはリサイクル料を払っておら

れる、１７年から始まりましたので、さ

ほどはないんですけれども、今で１年少

し、リサイクル法が定まりましたので、

当然、ユーザーがリサイクル料金をあら

かじめ自動車を購入する際とか、既存の

車であれば車検時におきましてリサイク

ル料金が上乗せされます。そういうふう

な車につきましては、協力金をいただい

ておりません。しかしながら、そういう

ふうな未納付の車につきましては、リサ

イクル料をつけないことには処分できま

せん。ということで、そのつけたリサイ

クルの金額を寄附しますよと、補てんし

ますよというような制度に変わりました。

１８年度におきましては、１台当たりの

平均リサイクル料金が８，６５０円と算

定しまして、約４０台で、合計３４万６，

０００円というのが、路上放棄車処理協

力金の内容でございます。

　道路維持工事の内容でございますが、

この内容につきましては、大きくは道路

の表面の補修事業等について予定してお

りまして、その内訳としましては３，５
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００万円を上げさせてもらっております。

その内容といたしましては、号線名で申

し上げますと、新在家鳥飼中線、延長が

４００メートルを予定しております。場

所としましては、鳥飼下１丁目、２丁目

付近でございます。続きまして、新在家

鳥飼上線、これは幅員１６メートルの道

路でございますけれども、このことにつ

きましては、場所といたしましては新在

家１丁目から鳥飼上４、５丁目。延長に

いたしまして４２０メートルを予定して

おります。続きまして、鶴野２３号線と

いうことで、場所としましては鶴野３丁

目、旧で言う鶴野区画整理の中でござい

ます。舗装延長といたしましては１６０

メートルを予定しております。続きまし

て、別府新在家線、舗装延長といたしま

しては２００メートル、場所といたしま

しては東別府４、５丁目を予定しており

ます。それから、淀川右岸線といいます

のは、淀川の堤防の道路は府道でござい

まして、その下の道路でございます。こ

れにつきましては場所は一津屋２丁目地

先を考えておりまして、舗装延長としま

して１４０メートルでございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　それでは、まず、１番目の

交通指導業務委託料のところで、今まで

違法駐車追放見回りという形の財団法人

が６月ごろに解散されて、新しいそれに

伴う対策という形で、どのように考えて

おられるか。また、この６月からですか、

４月からやったか、大阪市の方で違法駐

車に対する形、駐車違反の形が変わって

きます。摂津市においては、どのような

対応、またいつごろから大阪府下はそう

いう状況になるのか、お聞かせいただき

たいと思います。

　それと、自転車等保管事務所管理委託

料に関しては結構です。

　続きまして、自転車利用者指導委託料、

２名増員されて、フォルテ摂津の方の不

法駐車、放置自転車は少なくなってきて

いるとは思うんですけど、千里丘西口の

第１の駐車場、駐輪場に関しまして、き

のう、川端議員の質問でお答えはあって、

今、地元なりそれに対して、一応増設す

るような対策をとられるという形はお聞

きしましたが、その辺のところをもう一

度、それに伴う対策という形のものがあ

りましたら、お聞かせください。

　機械警備委託料に関しましては、結構

です。

　道路反射鏡清掃業務委託料に関しまし

て、前回、これとは若干違う視点かもわ

からないですけど、反射鏡の安全面とい

う形のところで、どうしても根元の部分

が犬のおしっことか、そういうので腐敗

が激しくなるという形で、そこに塩ビで

したか、それを巻きつけて、そういう安

全対策をやっていくという形で、たしか

０．４％ぐらいが、前年それの対応をさ

れているという形はあったんですけど、

現に千里丘でも１件、そういう事故が起

こって、安全対策に対しては全面的にそ

うやって取り組んでもらっているとは思

うんですけど、やはり現実にそういう事

態が起こってきておりますので、その辺

の対応の仕方、いま一度お聞かせいただ

けますでしょうか。

　それと、路面標示設置工事ですが、ど

うしても今、市内ずっと見て回ったら、

消えている部分とか、特に交差点のとこ

の「とまれ」とか、その辺のことに関し

て、どうしても今お聞きしたら、年を追っ

てやっていくから、どうしても初めのと

ころと後でやったとことの違いで、それ

ぞれ予算の関係で難しいかとは思うんで

すけど、やはり一番そういう安全面の対

策ということで、この道路標示、やっぱ
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り要るところにはお金をかけないと、や

はり市民の安全という形ではどうかと思

いますので、その辺の見解、再度お聞か

せいただきたいと思います。

　鳥飼の違法駐車利用状況は結構です。

　都市再生地籍調査業務、それも聞かせ

ていただきまして理解できましたので、

結構です。

　続きまして、道路維持工事に関しまし

てですが、今お聞きしましたら、道路占

用料として９，２６０万円収入があると

いう形のところで、実際は３，５００万

円しか出てないという形の中で、きのう

代表質問で我が会派の森内議員も質問さ

れましたが、やはり管理瑕疵責任という

か、管理瑕疵をゼロにするというのが市

長の目標というか、当たり前のことなん

ですが、そういう形でやっていっても、

やはり過去５年間で４件あったという形

のところで、この安全確保という形のと

ころで１９０キロメートルですか、その

辺の道路の安全確保という形のものの対

策の、少ない予算の中で対応されておる

かと思うんですが、その辺のところをも

う一度お聞かせいただきたいと思います。

　続きまして、放置自転車鉄屑処分金の

件なんですけど、今お聞きしまして、他

市より６か月かかっているところを、摂

津市の場合は入札を１回にして３か月で

という形なんですけど、前回もお願いし

たかと思うんですけど、この鉄屑処分じゃ

なくて、やはりまだ引き揚げたときでも

まだ使えるというような自転車も多数あ

ろうかと思います。これを何とかリサイ

クルという形のものをもって処分するこ

とによって、鉄屑じゃない形で利益を上

げるというような形は考えられないか。

現に徳島の方では、市役所が試験的にリ

サイクルという形の、例えば摂津やった

ら農業祭や環境フェスティバルで、そう

いう形の廃棄の自転車に対して、一般の

方に無料で差し上げるみたいな、抽選会

でやられていたんですけど、あれの形で

農業祭とかほかのところでも、リサイク

ルという形の状況で、まだまだ使える自

転車を、そういう売るという形になって

利益を上げるというような考え方ができ

ないのかどうか、いま一度お聞かせ願い

たいと思います。

　それと、建築確認申請者負担金なんで

すが、どうしても申請のとこと、先ほど

お聞きした竣工検査というところが、大

阪府の管轄という形のところで、最近で

は東横インの問題で、どうしても初めに

そういう申請を受けたときには、２階建

ての部分で、２階はそのまま住居で、１

階を駐車場にするという形のところで、

そこを店舗に改装したりという形もある

ように聞いております。そういったとき

には、やはり固定資産税とかそういう形

のものが変わってくると思います。その

辺の後の調査をどのようにされているの

か、お聞かせ願いたいと思います。

　それと、悪徳リフォームに関する答弁

で、消費生活センターの管轄とは思うん

ですが、やはり独居老人とか、そういう

とこ、弱者をねらってそういう業者は入

り込んできて、言葉たくみにそういうリ

フォームをさすと。現実に私も聞いてお

りますところ、屋根に上がって、自分ら

で屋根のかわらを上げて、写真を撮って、

おばあちゃん、おじいちゃん、こうなっ

てますよというような形を示して、工事

をさす業者が、やはり入ってきているよ

うなので、その辺の、やっぱり弱者が気

軽に相談できるというような対応を、役

所の中で、当然やられていると思うんで

すけど、先ほどのことでお聞きしたら、

もし何件ぐらいが今まで役所の中で問い

合わせなり来庁されているかということ
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を、お聞かせ願いたいのと、できたらお

知らせ版とか広報とかで、そういう人に、

そういうときやったら、まず役所のここ

に連絡してくださいと。そういう形のと

こで、役所からそういうきっちりとした

業者なり、また協会を紹介するというよ

うな形に、やはり市民のサービス、これ

が森山市長が言われている、人間基礎教

育の思いやり等につながってくると思う

ので、やはり役所の方は、管轄外で、今

までそういう形はできないかとは思うん

ですけど、ちょっと視点を変えた形で、

市民にそういうサービスをより多くでき

ないか、お考えをお聞かせ願いたいと思

います。

　それと、公園の管理委託料に関してで

すが、どうしても今はすごく剪定とかい

う形で、すごいきれいになっているんで

すけど、やはり今、子どもの防犯という

形のところで、どうしてもそこの柳田小

学校の横の公園とか、どうしても木がうっ

そうとなることが多くなってきます。そ

れで、防犯灯なんかも、どうしても通常

つけているワット数より暗くなったり、

そういう安全面をどういうふうに今後も

考えていかれるか、お聞かせ願いたいと

思います。

　それと、花とみどりの相談所に関して

はわかりましたので結構です。

　花いっぱい活動に関しても、わかりま

した、理解できましたので結構です。

　２回目、これで終わらせていただきま

す。

○山本靖一委員長　７点目、８点目、税

にかかわるそういうことになると所管が

違いますので、答えられる範囲で、また

答弁してください。また、悪徳リフォー

ムの問題も、これもまた所管が違います

ので、答えられる所管の分で、範囲で、

またご答弁をいただきたいと思います。

　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　それでは、私の

方から、建築確認申請者の、東横インの

ような違反建築の対応をどうされている

かということと、悪徳リフォーム業者の

対応について、お答えさせていただきま

す。

　違反建築につきましては、正直なとこ

ろ、大阪府の所管課とタイアップしまし

て、パトロールなり、市民の通報なりを

受けて、府の方が対応していただいてお

ります。違反建築をすべてそれでまかな

えるかと言えば、かなり難しいところが

ありまして、確かに容積率、建ぺい率等

の確たるものがつかめないというものも

ございまして、大きなもの、それから目

についたものは、順次、府と対応してお

りますけれども、小さいもの、例えば１

０平米以下の増築等でしたら、法律で建

築確認が不要だということがありまして、

その辺の線引きということも見定めるの

は大変難しくございます。その分につき

ましては、今後とも大阪府とともに、で

きるところから努力を続けていきたいと

思いますので、ご理解のほど、よろしく

お願い申し上げます。

　次に、悪徳リフォームの分につきまし

ては、幸いなことに本市の窓口で、悪徳

リフォームといった相談はございません。

ただ、耐震補強等について、この業者は

どうかなというようなお話は何件かあっ

たように思いますけれども、本市で業者

を特定されて持ってこられても、なかな

かその業者が、どういった業者だという

ことを把握していないということもあり

まして、的確なお答えができないという

状況でございます。ただ、今後につきま

しては、摂津市にも、摂津市消費生活相

談ルームというものがございますし、公

の関係で財団法人大阪防災センターとい
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うものがございます。それらを活用いた

しまして、連絡を密にいたしまして、相

談にうまく答えられるような体制を整え

たいと思っております。また、広報、お

知らせ版等を使いまして、市民にその点、

周知できるように努力もしてまいりたい

と思います。どうぞよろしくお願い申し

上げます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園での安全・

安心面の問題ということで、特に防犯灯

といいまして、公園の中についておりま

すのは照明灯でございますけれども、照

明灯につきましては、もう切れておりま

したら、すぐに新しく球を交換するとい

う形で対応しておりますし、あと、樹木

が多く繁っている場合があるんですけれ

ど、この場合、一例なんですけれど、鳥

飼の方のふるさと公園というのがあるん

ですけれど、そちらにつきましても、公

園の外側から中が見えるというような形

にしてほしいということでありまして、

生け垣があったんですけれども、それを

全部とってしまいますと、やっぱり緑と

いうのがなくなってしまいますので、５

メートルピッチぐらいであけて、中が見

えるような形にしております。それと、

剪定につきましては、特に低木の剪定に

つきましては、やっぱり見通しがいいよ

うな形、常に外から子どもたちがどんな

形で遊んでいるのかというのが、見える

ような状態でなるような形には剪定する

ようには一応努力しておりますので、そ

ういうことでよろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　さきの決算の

委員会で、確かあったかと思いますが、

カーブミラーの腐食に対する考え方とい

たしまして、塩ビ管を下部に取りつけて、

テストケースといいますか、それを兼ね

て啓発も行ってますよという報告をした

と思います。その後の取り組みでござい

ますけれども、カーブミラーをつけてい

るエリア、現在、区分いたしますと２０

エリアに分けて考えております。今後の

予定といたしましては、その２０エリア

につきまして、１エリア、２か所ぐらい

を考えておりまして、さきにも報告いた

しましたように、犬の小さな絵をつけま

して、これはいいかどうかというのはちょっ

と別にいたしまして、犬のおしっこ禁止

ということで、これは周りの方への啓発

も兼ねたことと保護を兼ねているという、

ビニールパイプを今現在巻きつけており

ます。それにつきましては１８年度にお

きましても引き続き、２か所ないし３か

所程度を予定しております。

　続きまして、昨日の代表質問で言われ

た内容についての、さらにということで

ございますけれども、確かに過去５年間

におきまして管理瑕疵４件発生しており

ます。内容につきましては、繰り返しに

なりますけれども、道路の舗装の欠損に

よります事故が３件。あと１件につきま

しては、用水路を兼ねました歩道がござ

いまして、その用水路がふた構造になっ

ておりまして、そのふたが欠損しており

まして、落ちられたということで、管理

瑕疵というので、トータル４件、過去５

年間ございました。今後におきまして、

当然ながら管理瑕疵ゼロというのが、当

たり前のことでございますが、先ほどか

ら言われてますように、占用料９，２６

０万円、確かに収入としてございます。

予算概要の中でも見ていただきましたら、

８５ページになるわけなんですけれども、

その８５ページの道路維持費の中の道路

維持事業の修繕料といたしまして３，５

００万円。先ほど私が説明いたしました

舗装の打ちかえというのが、道路補修事
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業ということで３，５００万円。これは

大きく舗装の打ちかえというのは３，５

００万円、確かにそれしかございません。

それ以外の陥没であるとか、市内一円、

先ほど言われましたように１９０キロ確

かにございます。その認定道路１９０キ

ロを、例えばガードレールの破損である

とか、街路灯の破損、柵の破損とか道路

の陥没等につきましてを、先ほど言いま

した修繕料の３，５００万円で賄ってお

るというのが現状でございまして、何と

か１８年度におきましても、これで管理

瑕疵ゼロに持っていきたいと、こう考え

ております。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　交通指導業務委託

に関連いたします都市交通問題調査会が

解散したことによって、どういうふうに

対応していくのか。それから、６月に道

路交通法の改正が行われます。これの内

容と、それから、摂津市としてどういう

ふうに今後行っていくのかということで

ございます。

　都市交通問題調査会におきましては、

平成６年の違法駐車防止条例に係ります、

当時から業務委託を行っておる団体でご

ざいます。公益法人として、大阪府下に

各市町村の中でそういう業務委託を行っ

ていた経過がございます。しかしながら、

各自治体におきましては、財政悪化によ

りまして、そういう民間の委託を行うよ

うな形をとられるところが多くなりまし

て、なかなか都市交通問題調査会がそれ

に参入できないという状況になったとい

うふうに伺っています。そのことから、

本年１月２６日に、急きょ、警察庁の方

で、そういう対応をどうするのか考えま

すということで、結論的には解散と。こ

の１８年の３月末日をもって解散いたし

ますというふうに回答をいただいており

ます。何分、本年度の急な話だったもの

ですから、予算的には１７年と同様の形

でもって予算組みをしておりましたけれ

ども、解散することによって、今後どう

いうふうに対応していくか、北摂近隣都

市においても、やはり都市交通問題調査

会の方で委託されている市がございまし

たので、その辺、今現在、連携を図りな

がら、どういうふうにやっていこうかと

いうことで、検討いたしております。違

法駐車、迷惑駐車の啓発ですので、これ

は単にだれでもできるということではな

かろうかと思います。やはり、警備業法

で言います警備員の交通誘導１級、２級

というふうな資格がございますので、で

きますればそういう資格を持った方が指

導啓発をやっていただくことによって、

十分な説明もできるんではないかという

ふうに思っておりますので、そういうふ

うな、我々も警備業を営むもの、あるい

はそれにかわる団体があればいいですけ

れども、そういうものを条件に入れなが

ら、ちょっと研究してまいりたいという

ふうに、現在行っております。

　それから、６月に道路交通法の改正が

ございます。これは、放置駐車取り締ま

りを民間に委託をするというものでござ

いまして、従来、ドライバーを対象とい

うことが多かったんですけれども、これ

が車両の使用者、持ち主に対しましても、

違反金の導入がされるということでござ

います。駐車監視員という名称で伺って

おりますけれども、これは公安委員会か

ら登録を受けた民間法人のうちの中から、

試験を受けて、そういう資格を得るとい

うことの監視員でございます。

　摂津市におきましては、６月からはま

ず大阪市内というふうに伺っております。

大阪府下に、実際にそういう民間の監視

員さんが入るというのは、摂津警察で伺
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いますと、平成２１年から２２年という

ふうに伺っております。ただ、これはあ

くまでも予定でございますので、６月以

降の大阪市のそういう状況によりまして、

判断されるというふうなことかなという

ふうに伺っています。

　それに伴いまして摂津市の交通指導業

務をどうするんやということでございま

すけれども、これも摂津市におきまして

は６月から民間の監視員ではございませ

んけれども、摂津警察の署員が同じよう

な取り扱いをされると。ですから、放置

車両と認めたときには、もうすぐにそう

いう違反標章を張られて取り締まりをす

るということですので、従来の取り締ま

りよりも、若干、そのスピードアップさ

れるということがございます。それで、

私どもの方は、交通指導員が千里丘、そ

れから正雀、鳥飼と指導を行っておりま

すけれども、仮にそういうふうな取り締

まりの内容がスピードアップされるんで

あれば、例えばＪＲ千里丘、正雀におき

まして、摂津警察がそういうふうな取り

締まりの充実をさらに図れるんであれば、

我々の交通指導員の業務委託については、

やはりそれの薄い場所、例えば鳥飼地区

を、もう重点的に充実させてはどうかな

というふうなことも含めながら、警察と

いま協議を行っている途中でございます。

　それから、ＪＲ千里丘駅西側の、千里

丘第１自転車駐車場の増設ということで

ございます。これは、もちろん吹田市の

方がこの施設をよく利用されるというこ

とで、日によれば満車状態ということで、

バイクなんかはもう利用できないという

ふうな状況もございます。そういうこと

で、吹田市もこの開発によりましては、

５００戸、６００戸というふうな開発が

行われるとお聞きしておりますので、当

然、そういうことがもしありましたら、

この千里丘第１の自転車駐車場の収容台

数からいきますと、なかなか収容し切れ

ないというような状況がございますので、

今は増設というふうに考えていかなけれ

ばならないかなと思いますが、ただ、増

設するにしましても、いろんな手法がご

ざいます。その増設をすることによって、

やはりその仮設のスペースも、当然必要

になろうかなと思います。今現在、大阪

府の千里丘ガードの工事の関係で、大阪

府の用地をお借りしている状況でござい

まして、それのお借りしている期間の状

況も勘案しながら、まずはそういう放置

対策を含めた地元の周辺のご理解をいた

だきながら、まず環境整備を行っていき

たいというふうに、今現在、考えている

ところでございます。

　それから、路面標示でございますけれ

ども、これは市内を見回しますと、先ほ

ど申しましたように公安委員会、警察が

標示いたしますものと、それから我々が

行います標示がございます。確かに交差

点で見ますと、公安委員会が設置、警察

が設置いたします停止線とか、それから

横断歩道、これもよく消えかかっている

ところもございますけれども、私どもの

方は、平成１２年当時、市内一円を調査

いたしました。復元といいますか、消え

ているところをどういう箇所があるのか

なということで調査いたしましたけれど

も、延長といたしましては、約１６キロ

ほど消えている箇所がございます。トー

タルでございまして、実際にその当時の

１６キロの路面標示を復元いたしますと

なれば、予算的には１，２００万円ぐら

いかかるかなというふうなことでござい

ましたけれども、なかなか財政的なもの

もございまして、一度には復元できない

ということから、１３年度スタートいた

しまして、現在、当時の調査した復元率
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でいきますと、約８３％ぐらい復元でき

ているんではないかなというふうになっ

ております。ただ、これは交通量の多い

ところですと、やはり極端な例でいきま

すと、半年もたないような状況のところ

もございます。ですから、これが１年、

２年となりますと、当然、交通量の多い

ところでは、また消えてしまうというこ

とで、これも毎年我々の方では年度当初

に市内一円、また全域調査をいたしまし

て、それから優先順位をつけながら、交

通量の多いところ、危険なところを優先

順位として箇所を決定して、復元してい

るところでございます。あわせて、新設

の要望も多々ございます。ですから、そ

れもあわせ持って、年間１期、２期工事

と分けながら、工事を行っているところ

でございます。これは、どうしても交通

量の多いところにつきましては、早く消

えてしまうというふうな状況でございま

すので、これはもう毎年そういう場所を

対象にしていかなければならないという、

つらさもありますけれども、それでござ

います。

　ただ、路面の状況のこともございます

ので、消えかかっているところであって

も、なかなか書けない状況がございます。

路面が悪い場合ですと、やはり技術的に

も無理なところもございますので、そう

いうことも若干、よくご指摘いただくこ

とは、どないなってるねん、消えている

やないか、書けと言われるんですけれど

も、なかなか書けない状況もあるという

ことになります。

　それから、鉄屑処分のことで、リサイ

クルをして利益を上げるということでご

ざいます。私も調査いたしておりますけ

れども、確かに箕面市とか、それから高

槻市におきましては、基本的にはリサイ

クルということでされております。箕面

ではリサイクルセンターがございますの

で、その職員が、その自転車をリサイク

ル可能かどうかということを判断されて、

リサイクルをされているということで、

それ以外は鉄屑処分となっております。

高槻市も、やはりリサイクルを基本とさ

れております。私どもの方も、まずはそ

ういう３か月の保管ですので、やはり３

か月を過ぎますと、なかなか自転車も老

朽もしますので、価値が下がるというこ

とで、まずその利益を上げるんであれば、

その保管期間を短縮して、どうかなと。

ただし、それは鉄屑処分という考え方か

らいけば、やはり今のような状況になり

ますので、何らかの形で、その処分に対

する自転車のランクづけができないかと。

例えば、そういう判別できるんであれば、

この部分については、こういうふうな金

額でどうかというふうなことも考えられ

るんではないかということもあるんです

けど、ただ、リサイクルにおきましては、

やはりそういうリサイクルできる資格を

持った方がおれば、それも可能かなと思

いますけれども、現在のところ、資格を

持っている方がなかなか難しいというこ

とで、その資格におきまして、自転車の

整備士ということで、実務２年以上でな

いと、そういう資格も取れないというと

ころがございますので、その辺ももう少

し、こうしてできるかどうか、研究した

いなというふうに考えております。いず

れにしても、他市におきましてはリサイ

クルされているところがございますので、

摂津市でもそういう部分をクリアできれ

ば可能かなということは考えております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。

　交通指導員に関しましても、今言われ

たように警察の対応で、摂津、正雀、千

里丘地区が、そういう駐車違反の形が警
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察でやっていただけるという形で、その

薄い鳥飼方面とか、そういう形の方にそ

れを、指導員を回すというような形をお

聞かせいただきました。鋭意努力してい

ただいて、少ない予算の中、最大限そう

いう形の物の考え方をしていただいてやっ

ているとは思うんですが、どうしても今

の本市の財政状況の中では、本当に費用

対効果で、最小の費用で最大の効果を上

げるという形は、鋭意努力されていると

思いますが、なお一層、努力の方、よろ

しくお願いしておきます。

　あと、今まで聞かせていただいた中で

要望なんですが、ただ１か所、道路維持

工事に関しましてなんですが、ここに関

しまして、どうしてもやはり一番先ほど

お聞かせいただいて状況はわかるんです

が、やはりでこぼことか、そういう形に

関して、やっぱり身体障害者の方という

のか、弱者に対する道路づくり、どうし

ても他市から入ってきたら、急に道路が

悪くなる、そういう面でのバリアフリー

というかけ声のもとの中でも、どうして

もそういう方々が安心して、なかなか通

行できないというところがあろうかと思

いますので、予算で最低本当は道路占用

料ぐらいの費用をかけれたら一番いいん

でしょうが、状況として難しいと思いま

すが、これも先ほど言いましたような形

で、それぞれがそういう情報を出し合っ

て、本当に危ない箇所から優先的にとい

う形の情報提供を、皆様方から、そうい

う道路課の方に情報提供されて、そこの

危険な箇所から優先的に、みんなで直し

て見守っていって、本当に弱者に優しい

まちという形をつくっていただきたいと

思いますので、今後ともよろしくお願い

しておきます。

　ありがとうございました。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、質問を順次させ

ていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

　まず、法定外水路占用料ということで、

予算書で３４ページ、款１３、使用料及

び手数料、項１、使用料、目４、農林水

産業使用料で、この中に法定外水路占用

料ということで１，０００円計上されて

おります。平成１６年度決算委員会のと

きにも質問させていただきました。この

ときに、法定外公共物の管理条例が、平

成１７年４月１日から施行になったとい

うことで、それ以降の分について占有物

件について占用料を取るということだっ

たと思うんですけど。これは、平成１７

年度の実績と、それから１８年度は１，

０００円という予測はどういうふうにさ

れているのかというのを、ちょっとご答

弁ください。

　それから、２点目に、先ほどもご質問

がございました、都市再生地籍調査とい

うことで、一応答弁があったわけですけ

ども、予算書では４１ページ、款１４、

国庫支出金、項２、国庫補助金、目２、

土木費国庫補助金、節１、地籍調査費補

助金ですね。これで、先ほども国がそう

いった形で地籍を調査をしていくという

ことでございましたけれども、地籍をやっ

ていこうというその目的と言うんですか、

国のねらいというか。これは名前にある

ように、都市再生ということですから、

都市を再生していくというのがねらいで

あると思うんです。これは摂津市におい

ては、具体的に予算でどのような調査を

することになるのかお願いいたします。

　それから３番目、完了検査についてで

すが、予算書の５３ページ、款１５、府

支出金、項３、委託金、目３、土木費委

託金、節２、都市計画費委託金。これの

中に建築基準法施行事務取扱委託金と、
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それから都市計画法施行事務取扱委託金

というのがございまして、先ほど、１５

％の分がもらえるとかいう話も答弁であ

りましたが、本市は確認申請を経由です

ね。都計法の２９条の許可申請も経由で

す。この経由実績を最初に、１７年度実

績と１８年の予測件数について聞いてお

きたいと思います。それから、ここ数年

の傾向ですね。これは建築の確認申請に

ついては、やっぱり市のいわば住宅事情

を示す１つのバロメーターであると思う

んですけど、そういう意味で、ちょっと

この近年の建築事情も含めて、件数上で

ちょっとお示しいただきたいと思います。

　それから、４番目に住民説明について

です。予算書では５３ページ。先ほどと

同じ建築基準法施行事務取扱委託金及び

都市計画法施行事務取扱委託金に関連を

してになりますけれども、市では関連事

務として、開発指導要綱に基づく開発協

議をされております。その中では住民説

明をしなければならないというのが、中

高層のときと、それから５００平米を超

える敷地の分ですね。これについては住

民説明をしなければいけないというふう

になっておりますけれども、今までいろ

いろと漏れ聞こえるところで、住民説明

についてのトラブルなんかがあるわけで

すけれども、どのような規定になってい

るのか、住民説明について。住民が同意

をするまでの確認事項ですね。確認をど

のようにされているのか。それから、今

までにそういったトラブルがあったかと

いうことについても、事例をお示しくだ

さい。

　それから、５番目、耐震相談について

です。先ほどと同じところを引用させて

いただきます。これも関連をしてになり

ますけれども、耐震偽装の問題がござい

ました。そして、それに不安を抱く方も

結構いらっしゃいまして、ビルを所有し

ている方もたくさんいらっしゃいまして、

問い合わせなんかもあったと思うんです

けども。そういう問い合わせに対して、

府ではいろいろ再チェックの体制をとっ

ているということでございますけれども、

市としてはどのような対応をされてこら

れているのか、またこれから１８年度も

どういう対応をされていかれるのか、お

示しください。

　それから、６番目、自転車等鉄屑処分

金のことについて、これは先ほども質問、

答弁がございましたので、私の方からも、

これは１６年度決算のときに聞いたとき

に、検討していきたいという話がござい

まして、先ほども検討していきたいとい

うことでございましたので、やっぱり入

札が非常に１００円前後の入札で、全部

が鉄屑で処分されていくということには、

ちょっといろいろ疑問も感じることがご

ざいますし、やっぱり多額の費用をかけ

て、撤去費用としてかかっていることも

ございますし、そういった意味では、も

う少し有効利用の面で、これは考えてい

ただきたいと思いますので、これは要望

にさせていただきます。答弁は結構でご

ざいます。

　それから、７番目、し尿処理の補償金

についてでございます。予算書の１４２

ページ、款４、衛生費、項２、清掃費、

目３、し尿処理費、節２２、補償、補填

及び賠償金の中の補償金５００万円につ

いて、これは１８年度でどのような目測

となっているのか、根拠をお示しいただ

きたいと思います。

　それから、８番目に、乙の辻踏切の安

全対策についてです。予算書の１５４ペー

ジ、款７、土木費、項１、土木管理費、

目２、交通対策費に関連をしてになりま

すが、１６年度の決算のときにもこの質
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問をさせていただきました。阪急乙の辻

踏切の安全対策について。この安全対策

について、拡張の話とか、今まで拡張を

どうですかという話とか、それから歩道

橋をかけることはできないかとか、いろ

いろ提案もし、言ってきたわけですけれ

ども、阪急電車との交渉の中では非常に

厳しいという返答しかございませんでし

た。ただ、何か斜線を入れるとか何とか

で、一遍考えてみますという話が１６年

の決算のときにもあったわけですけども、

１８年度のこの中でこういう考え方、改

修についての考え方がないのかというこ

とを、ちょっとお示しください。

　９番目、市内循環バス運行についてで

す。予算書の１５５ページ、款７、土木

費、項１、土木管理費、目２、交通対策

費、節１９、負担金、補助及び交付金、

このうちで市内循環バス運行補助金が１，

０００万円ついております。１６年度決

算のときにも聞きました。内情も２ルー

トで今検討しておりますということでご

ざいましたけれども、これはいつから実

施になる見通しになるのか、この２ルー

ト、市役所を起点とした新ルートで設け

るのかということについて、この動きを

ちょっとお示しいただきたいと思います。

　それから、１０番目、千里丘東２３号

線道路改良事業についてです。予算書で

は１５７ページ、款７、土木費、項２、

道路橋りょう費、目３、道路新設改良費、

節１５、工事請負費のうちで、この道路

新設改良工事について、この千里丘東２

３号線の道路改良事業が含まれていると

思います。新規事業の中にも、主要事業

の中にも掲載されておりましたけれども、

ちょうど三島幼稚園のところの、向こう

側の部分だと思うんです、カーブになっ

ているところだと思うんですけど、用地

交渉がどのようになっているのか。また、

完成時期をいつごろに予定をされている

のか、お示しをください。

　１１番目に、道路占用についてです。

予算書で申しますと１５７ページ、これ

は関連してになりますけど、款７、土木

費、項２、道路橋りょう費、目２、道路

維持費に関連をして、道路施工承認とか

道路使用届というのがございます。これ

は、業者とか、建設業者なんかが歩道を

改修したり道路改修をするときに、こう

いう道路施工承認というのを市に出すわ

けですね。市がこういう形状でええよと

か、いろいろ指導して許可をして、最終、

警察に持っていって、警察が安全対策も

含めた許可をするというシステムになっ

ていると思います。これは、市の公共事

業の場合でも、道路をさわる場合は、多

分同じような方式になって、道路占用許

可というのを、看板を掲げて工事をする

ことになると思うんですけど。この指導

体制ですね。これが、今ちょっと申しま

したけども、どういうシステムでこれが

許可をされているのかということを、１

回目にお示しをください。

　それから、１２番目、電波障害調査委

託料ですが、予算書の１６３ページ、款

７、土木費、項４、都市計画費、目１、

都市計画総務費、節１３、委託料の中に、

電波障害調査委託料についてありますけ

れども、これは内容の説明をお願いした

いと思います。これは、多分、２０１１

年から地上波の普及に対して、電波障害

の地域の調査を行っていくということだ

と思うんですけれども、どのような調査

になるのかお示し願いたいと思います。

　１３番目、東一津屋公園の整備につい

てです。予算書の１６６ページ、款７、

土木費、項４、都市計画費、目４、公園

管理費の中に関連をしまして、モノレー

ル南摂津駅のところに、前のところに、
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周辺のところに、東一津屋公園の予定地

という看板を掲げた土地があります。こ

れは長年、放置をされておりまして、広

場としては使われておりますけども、も

う少し整備ができないものかということ

を、今までいろんなところで議論をして

きたわけでございますけれども、１８年

度に向かって、この整備についてどのよ

うにお考えなのか、お示しください。

　１４番目、千里丘三島線の改良工事に

ついてです。予算書１６５ページ、款７、

土木費、項４、都市計画費、目２、街路

事業費、節１５、工事請負費のうち、道

路改良工事費の項目がございます。これ

は千里丘三島線ということで先ほどもあ

りましたが、医誠会病院のこっち側のと

ころで、一部、土地の交渉が暗礁に乗り

上げて、未施工になっているところがあ

りますね。これは１６年度決算のときに、

ちょっと質問させていただいたら、合意

する方向になったので予算化したいとい

う話がございました。そこのところであ

ろうと思っているんですが、ちょっとそ

の辺の位置関係も含めてご説明をお願い

したいと思います。

　それから、大正川河川敷の公園化につ

いて１５番目です。予算書１６７ページ、

款７、土木費、項４、都市計画費、目４、

公園管理費に関連をしてになります。こ

れはもう何回も言ってるんですけど、大

正川の河川敷を公園化するというお話が

ありまして、申請もしてみましょうとい

う話がございました。公園化をすると、

市の１人当たりの公園面積が非常に上が

る、それから、財政需要額に算入できる

とか、いろいろメリットがある。ただし、

また管理上の費用の負担が出てきたりと

か、いろんな面があったわけですけど、

この１８年度での見通しをお示しをいた

だきたいと思います。

　１６番目、クリーンセンター管理事業

に関連してですが、予算概要の７１ペー

ジ、クリーンセンター管理事業において、

総額で昨年に比べると約１，０００万円

近く減額になっております。その主なも

のについて理由の説明をお願いしたいと

思います。

　１７番目、自転車の安全対策について、

予算概要８２ページでございますが、交

通安全推進協議会補助事業に関連をいた

しまして、以前にも一般質問したことが

ございます、自転車に対する安全対策。

大阪府警として、マナーアップキャンペー

ンをやってはるとか、また市もそれに同

調して、いろいろ取り締まりとか啓発な

んかも行っておりますという答弁もござ

いました。また、児童用のヘルメット、

子ども用のヘルメットなんかも推進して

ますよという話になって、ちょっとずつ

ふえてきているなという思いもあります。

また、ちょっと聞くところによると、自

転車の交通事故なんかも減少してきてい

るという効果も出ているということも聞

いておりますけれども、その辺の成果及

び１８年度対策について、これは一般質

問の中では、大人向けのそういった講習

も考えていきたいということがありまし

たけれども、これはどのように考えてらっ

しゃるのか。また、大阪府の取り組みも、

もしわかってらっしゃるのなら、あわせ

てお示しください。

　それから、１８番目。バス利用促進等

総合対策補助事業について。これは予算

概要の８４ページにございます。これは

どのような目的の補助金なのか。２万８，

０００円となってます。お示しください。

　１９番目、都市景観事業について。予

算概要の９２ページ、都市景観事業につ

いて、都市景観要綱の実績について、予

算執行面において、大規模建築物の都市
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景観の届け出の実績と、１７年度で結構

ですけど、平成１８年度の見込み件数に

ついて１回目お示しください。

　それから、耐震診断、耐震改修につい

てですけれども、２０番目ですが、予算

概要では９０ページ、震災対策推進事業

に関連をいたしましてですけれども、耐

震診断、耐震改修についての補助制度に

ついて、きのうの代表質問では、もう一

切考えていませんと、こういう話でござ

いました。以前には耐震診断については

補助制度を設けておったけれども、１件

も申し込みがなくて、もう廃止しました

と、こういう答弁も以前にありました。

今は、大分機運がそのときに比べるとう

んと高まっているのではないかと思うわ

けですけども、国も補助金、補助率も多

少上げてきておりまして、その辺で、１

８年度に、なぜやっぱり入れないんだと

いうことを、もう一度ちょっとお示しを

いただきたいと思います。

　それから、２１番ですね、予算概要９

３ページでございます、電気機関車等公

開事業で、公開展示の委託先、管理体制

と、設置をされたときからの経緯につい

て、ちょっとお示しを願いたいと思いま

す。

　それから、最後でございますが、新バ

リアフリー法案というのがございますけ

れども、政府において、今、閣議決定を

されたということで、新聞には載ってお

りましたけども、ハートビル法と交通バ

リアフリー法を統合した新しい法律をつ

くると。そして、高齢者の利用の多い道

路とか公園とか駐車場もバリアフリー化

を義務づけていくというふうな新法にな

りそうでございまして、今、摂津市とし

ても、交通バリアフリー基本構想という

構想をつくっておられますけれども、今、

いろいろ情報として何か入ってきている

ようなことがあれば、１８年度で影響す

るようなことがあれば、ちょっとお示し

を願いたいと思います。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５９分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　山口参事。

○山口下水道管理課参事　質問番号１番

の、予算書３４ページの款１３、使用料

及び手数料、項１、使用料、目４、農林

水産業使用料、節１、水路使用料の法定

外水路占用料についてでございますが、

１７年度より摂津市の法定外公共物の管

理についての条例が施行されております。

その占用料の徴収を実施しております。

１７年度の実績といたしましては、２件

で１，６３０円の実績となっております。

実績に基づきまして、１８年度予算は、

１，０００円とさせていただいておりま

す。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　私の方からは、

順番がちょっと後ろからになりますけれ

ども、質問番号２０番の耐震診断、耐震

改修の助成が１８年度できなかったと。

なぜできなかったのか、状況ということ

ですが、そちらの方から、まず説明をさ

せていただきます。

　助成制度につきましては、昨年１０月、

公明党の議員の方から、なぜできないの

かということで、一般質問で要望もいた

だいております。総務部長査定のときに

は、そのこともお伝えしましたし、今の

耐震診断を、耐震改修を国挙げて前へ進

めようとされているという説明もいたし

た中で、総務部長の方から、今の財政事

情ではできない、もうちょっと待ってく

れというお話の中で、予算がとれなかっ
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たという状況になります。この辺につき

ましては、財政当局とも話をさせていた

だいておりますので、今後また機会あり

ましたら、ぜひ、要望してまいりたいと

思いますので、ご理解いただきますよう

に、よろしくお願いいたします。

　次に、質問番号４番目の、開発に伴う

住民説明でございますけれども、こちら

の方の摂津市の開発協議基準で、一定の

規模以上の開発につきましては住民説明

をしなさいよということは求めておりま

す。それに従って、皆さんが説明をして

いただいておるんですけれども、我々、

決して地域住民、地元の方に同意を求め

ているわけではありません。一応、すべ

ての建築基準法をクリアした上で、地元

に対して、要らんトラブルを避けるため

に、きちっとした説明をしてくださいと

いうことを申し上げております。だから、

今までにトラブルはなかったかというこ

となんですけども、これはトラブルとい

うのは、もうどんな場合にも、大なり小

なりございます。それをいかに小さくす

るか、なくすかということで説明をして

いただいています。その説明の中で、地

域住民の方と開発者が折り合えるところ

を話していただければなと、こういう思

いで説明に行ってくださいと、我々は申

し上げております。したがいまして、決

して皆が皆、円満解決しているわけでは

ありません。施主側もある程度折れて、

地域住民の方も折れて、開発をしていっ

ていただいているという状況であります。

その点につきましては、そういうことで

すので、ご理解いただきたいと思います。

　それから、質問番号３番ですね、今ま

での傾向と１８年度の建築確認の予想と

いうことなんですけども、平成１５年度

の建築確認の経由につきましては４１９

件。１６年度につきましては４９６件。

平成１７年度２月末ぐらいで５０５件。

かなりカーブをしてふえてきているとい

う状況にあります。開発についてはあん

まり目立った動きはないんですけども、

建築の経由につきましては、来年度、景

気の回復もございますので、ある程度の

増加はあるのではないかと予想いたして

おります。

　続きまして、質問番号５番、これも住

民に対する説明ということで、耐震に対

する偽装の問題で、どのように市が対応

されているか、行政がどのように対応し

ているかということになると思うんです

けども、大阪府の方では、大阪府で受け

た平成１２年以降の建築確認について再

チェックをされているようです。それに

ついて、大阪府の方から通知が来ました

と、これはどうしたらいいんですかとい

う問い合わせは何件かございました。そ

の分については、我々、摂津市として、

大阪府の方に改めて問いただしまして、

その人がどういう書類を持っていったら

いいのか、どこに持っていったらいいの

か、そういう手続的なことにつきまして

は、我々きちっと説明させていただいて

おります。

　それと、耐震偽装もそうなんですけど

も、建築確認、大体全般にわたって、我々

は従来から窓口で相談には乗っておりま

す。できる相談とできない相談があるん

ですけれども、職員で対応できるところ

につきましては、従来からできるだけ対

応させていただいておりますし、わから

ないところについては、どこに問い合わ

せしたらわかるんだということで、問い

合わせもいたしております。我々が、こ

の窓口で手に負えない部分につきまして

は、特定行政庁なり大阪の防災センター

の専門的な財団法人の方に相談を持ち込

んでいただいたりはしておりますけども、
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今の状況で、市の職員でできるだけの対

応をしたいということです。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　質問番号７番目、

し尿処理の補償金の予算根拠ということ

で述べさせていただきます。

　これにつきましては５００万円を計上

しておりまして、件数にいたしますと、

約２００件ということになります。し尿

補償については、前年度に公共下水道整

備により減少した世帯数、これを補償し

ていくということで、それを２００件と

見込んだものでございます。

　それと、１６番目のクリーンセンター

の管理事業で、前年に比べて１，０００

万円程度減額になっているということで、

その理由でございますが、主なものとし

ましては、消耗品の中で脱臭瀘材、これ

を２年に１回交換しているということで、

前年は交換年度に当たって、今年は交換

をする必要がないということから、ここ

で２５０万円程度減額になっております。

また、正雀終末処理場の負担金、これは

施設の維持管理負担金と整備負担金がご

ざいます。特に維持管理負担金、これは

処理量に応じて変動いたしまして、これ

につきましても前年よりも大幅に減ると

いうことから、４７０万円程度減額して

おります。整備負担金につきましても７

０万円程度減額しております。これが主

なものでございます。その他にも、賃金

でありますとか、光熱水費、修繕料等を

減額しております。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　２番の都市再

生地籍調査の目的と、どのような調査か

ということですが、先ほどの野原委員の

方にも申し上げたとおりでございまして、

もう一つまた簡単に申し上げますと、そ

の手前に地籍というものは何なのかとい

うことでございます。地籍といいますの

は、法務局備えつけが各地番がついてお

ります。これは１筆ごとにすべて備えつ

けておられるわけなんですが、ほとんど

の地籍そのものの根拠となるものが、明

治時代の地租改正によってつくられた地

図をもとにしたものがほとんどでござい

ます。ですので、境界が不明確であった

り、面積も不正確でありますよというこ

とが、地籍と、今現在そう呼ばれている

ものがそういうものでございます。

　そういうふうなことを、なぜ行政がそ

したらそれをするのかといいますと、行

政というのは、先ほども申し上げました

ように、土地そのものはすべて皆さんの

個人の所有物の集合体でございます。集

合体そのものが大きくは日本の国土の面

積をなしておるわけなんですけれども、

先ほども申し上げましたように、日本国

土、それを都道府県別に大阪府、大阪府

の中で分けます摂津市、これは先ほど申

し上げたとおりでありますけれども、簡

単に申し上げたら、先ほど言いましたよ

うに、地籍そのものの面積が不正確、ゆ

えに境界もばらばらということを行政を

踏み込んでやりましょうよということで、

地籍の明確化ということを図っておりま

す。

　最終的には今回１８年度から取り入れ

ます都市再生地籍調査と申しますのは、

そういうことでの都市再生、要するに明

確化にしますよと、それが最終目的でご

ざいます。今回は、先ほども言いました

ように、民民境界のことにつきまして、

かなり昔からの感情とか、今現在の感情

等もございまして、民民境界を決めかね

るというケースが多いんじゃないかとい

うことから、大阪の方では見送られてき

たケースがあったわけなんですけども、

今回でも先ほど言いましたように国費２
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分の１補助、大阪府で４分の１補助を出

すから、とりあえず官民の境界を明確に

してくれということで、１８年度から官

民の境界を明確にしていくという補助事

業をもって進めていくと。その先には、

先ほど言いましたようにブロックで囲ま

れた部分がまず確立されますので、ブロッ

ク面積というものが出てまいります。大

きく。そのブロックの中には、各個人さ

んの所有地がいっぱいあるわけですが、

その先には民民境界を定めていって、最

終的にはブロック面積と合致させていく

ということを最終目的に置いております、

という内容でございます。

　続きまして、１０番の、千里丘東２３

号線についての用地のことでございます

けれど、先ほど藤浦委員おっしゃいまし

たように、場所につきましては、この千

里丘東２３号線というのはどこからどこ

までかと申し上げますと、起点といたし

まして千里丘三島線、現在では信号がつ

いております三島幼稚園の角になります。

それから、府道沢良宜東千里丘停車場線

というところまでを結んでいる線が、千

里丘東２３号線でございます。今回、改

良しようとするところにつきましては、

西行きの一方通行路になっておりまして、

現況といたしましては、三島幼稚園の東

側にございます、現況は田んぼでござい

ます、その部分で、Ｌの字に曲がってい

る部分でございまして、土どめを施して

おるわけなんですけれども、簡易的な板

柵で施しておりまして、カーブ状態になっ

ておるところでして、再々にわたりそう

いうふうな板柵がつぶれれば、また板柵

をつくっているということがございます。

しかしながら、今回、土地所有者と土地

のことにつきまして、うちでもらい受け

ました法定外、旧で言いますと里道が横

にございまして、そことの等価交換をし

ようということの合意に達しました。土

地につきましては、それで見出しまして、

１８年度におきまして、頑強な擁壁工事

をもちまして、道路形成をしたいと、こ

う考えております。

　続きまして、１１番、道路施工承認と

か占用許可の指導体制ということでござ

います。委員おっしゃいましたように、

道路での工事を行う際におきましては、

摂津市の方、道路管理者の方に、道路の

占用許可もしくは道路の工事施工承認書

を提出していただきまして、許可条件を

つけまして、摂津警察署の方へ、道路使

用許可申請を提出されます。使用許可を

得たことの内容によって、道路で工事を

させると。摂津警察署の方で使用許可を

された折には、許可条件というものを一

部余分につけておられまして、摂津警察

署からは、こういう条件を付して許可し

ましたよということで、摂津市の方へ返っ

てまいります。ということで、工事をさ

せておるということでございます。それ

に対する指導体制ということになるわけ

なんですが、先ほども言いましたように、

道路の上でこういう工事をしますよとい

う内容につきましては、摂津市に届け出

がございます。しかしながら、物理的に

車線を規制したりとか、例えば歩道を仮

歩道に変えるであるとかいうような内容

の許可につきましては、すべて警察署の

権限におきまして、道路の使用許可を与

えておるということになりまして、現場

の指導といいますのは、最終的には摂津

警察になるわけでございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　藤浦委員の、

公園みどり課に係ります質問について、

順番に答弁させていただきます。

　まず、１３番目の質問でございますけ

れど、東一津屋公園の整備計画について。
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まず、東一津屋公園の２分の１は、平成

１２年度に広場として整備して、現在、

利用しております。残りの半分につきま

しては、以前、神崎川緑地のスーパー堤

防化に伴いまして、そのときの樹木を当

公園内に移植しました。この樹木は、現

在、市内の公共施設に移植したり、また

既存公園の樹木の補植に利用して、有効

に活用しております。さらに、この植樹

スペースの約半分につきまして、平成１

５年度に地元の鳥飼和道苗圃として、東

一津屋周辺地区の緑化推進の拠点として、

多くの皆さん方が利用されておりますの

で、まずこれを使うことについては、ま

ず地元の皆さんとも十分な協議が必要と

なってまいります。将来、この東一津屋

公園の整備では、植栽樹木として利用す

る計画でもございますが、今、財政が逼

迫した中で、現在の植栽樹木の区域を利

用した、大阪モノレール南摂津駅前の小

さな森、つまりグローブとしての園内の

散策ができるよう、手づくりで整備して、

桜とかクスノキとかカエデなどの樹木が

植わっておりますので、自然と親しむこ

とを目的に、現在の広場と併設したスペー

スとして、その分、それを市民の方々に

有効利用していただけないかということ

で、現在、広場と植樹帯を仕切っており

ますフェンスをちょっと移動することに

よりまして、和道苗圃と区切るわけでご

ざいますけれど、その場所まで、公園予

定地として約４分の３を広場として拡張

整備できないかなということで、現在検

討しております。

　将来は、東一津屋公園を整備するとき

には、従前よりワークショップ方式によ

りまして、付近住民の意見を十分取り入

れまして、公園整備を実施したいと思い

ますが、ただし財政上の問題で事業が凍

結されておりますので、財政が好転した

折には、市民に喜ばれる公園づくりを実

施してまいりたいと思っております。

　続きまして、１５番目の、大正川河川

敷の公園化について、大正川河川敷は、

現在、占用の関係で、大阪府の茨木土木

事務所と事前協議を行い、現在、引き継

ぎ図書の整備と、それと平面図と構造図

について、これにつきましてはほぼ完成

しております。今後につきましては、茨

木土木事務所と早急に市道認定部分で橋

りょう等がございます。この分について

は、一応占用から外しますということに

なっておりますので、その区域をきちっ

と明確化しました中で、河川の占用申請

を出していきたいと思っています。これ

につきましては、４月ごろに出す予定を

しておりまして、それ以後、１か月ぐら

いで大体占用許可がおりてまいりますの

で、その後は早急に、仮称でありますけ

れども、大正川河川公園として告示を行

いまして、都市公園として管理を行うと

考えています。

　次、２１番目の質問でございますけれ

ど、電気機関車等公開事業で、公開展示

の委託先とか管理体制及び設置されてる

経緯についてのご質問でございますけれ

ど、まず、この場所に電気機関車が、当

初、昭和５８年の３月に、一応その電気

機関車を借用いたしまして、昭和５８年

５月４日に、当初はこの公園名は新在家

緑地ということでございました。そのと

きに展示いたしております。その後、昭

和５９年１１月２１日、このときに新幹

線車両、現在、０号車両でございますけ

れども１６両編成の先頭車両として、昭

和４４年につくられて、昭和５９年度ま

で実際に動いておりました。主に東海道

新幹線と山陽新幹線を「ひかり」「こだ

ま」として走っておった車両でございま

す。この車両を公開展示することで、Ｊ
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Ｒ東海、昔の国鉄なんですけれど、ＪＲ

東海旅客鉄道株式会社に借用しておりま

す。

　公開日につきましては、毎月第２と第

４日曜日の午前１０時から１２時と、午

後２時から４時でございます。管理の委

託につきましては、電気機関車管理指導

員設置要綱に定められた管理指導員に管

理を委嘱しております。その条件は、本

市にまず居住している方でございます。

それと、電気機関車に関して豊富な知識

と技能を有し、適切な管理を行える者と

いうことで、電気機関車の維持管理に従

事されている、元国鉄の元機関士でござ

います。今現在で３名の方が指導員され

ているんですけど、そのうちの２名は元

国鉄で機関士をされておりました。それ

で、もうその当時、昭和５８年当時から

従事されておられますので、かなり皆さ

ん高齢になっておられます。もうそうなっ

てきますと、皆さん方、やっぱりどうし

ても病気等で、なかなか体調的に崩され

た関係でやめていかれて、順次変わって

いかれて、今現在、あと１名の方は６５

歳ぐらいのかなり若い方でございます。

その方も一応、ＪＲのＯＢでございます。

その中で、内容的には、機関車の運転方

法とか、それとか見学者の方からいろん

な質問をされた場合については応答され

て答えた中で、こういう形ですよ、こう

なってますよということで説明されてい

ます。唯一、これは新幹線の運転席まで

入れます。その関係で、管理員がこうい

う形でおられないと、よく中のものが盗

まれてしまいますんですね。だから、主

に盗まれないような形で、中で管理して

いただいているというような形でござい

ます。

　なぜここに設置されたかという経緯に

ついては、横に新幹線の鳥飼基地がある

ということと、車両の運搬が非常に容易

であったと。隣が、そのときまだＪＲ貨

物のトラックターミナルでございました

ので、はっきり言ったら搬送が物すごく

容易であったという形の中で、この場所

に設置されたという形で思っています。

現在は、一応、児童生徒を初め、広く一

般市民に鉄道の歴史や科学教育の生きた

展示記念物として、大変好評を得ており

ます。実際、私どもの公園みどり課の方

でも、週１回ぐらいは新幹線公園の見学

に行きたいというような形で、よく問い

合わせがあります。現在、年間約２，４

００名の方が見学に来られています。そ

のうちの主に大体一番多いのは、やっぱ

り桜の時期、これが一番多くて、全体の

６分の１は、約４００名ぐらいが、その

桜の時期に見学に参っておられます。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、質問

番号１４番でございますけれども、予算

書の１６５ページ、工事請負費５００万

円につきましては、千里丘三島線交差点

改良事業でございまして、これは平成１

４年度から１６年度の３か年にかけて、

総合福祉会館前交差点、それと摂津警察

署前交差点の交差点改良工事を行ったわ

けでございますが、先ほど委員ご指摘の

ように、南千里丘の医誠会病院横の用地、

これが未買収でございまして、現在、歩

道が狭い状態になっております。この未

買収用地につきましては、平成８年度よ

り交渉を行ってきたわけでございますけ

れども、平成１７年度におきまして、一

応、理解が得られて用地取得ができたも

のでございます。それを受けまして、平

成１８年度におきまして、歩道を３メー

トル２０センチ程度に拡幅するなどの整

備工事を行うものでございます。

　続きまして、質問番号２２番でござい
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ますけれども、新バリアフリー法案につ

きましてということで、どの程度情報が

入っているかというお問いでございます。

私ども、情報を府なりからお聞きしてい

るところでは、国の方では高齢者、また

障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律、それを仮称バリアフリー新法で

ございますけれど、これは現在、制定に

向けまして、平成１８年２月２８日に閣

議決定をされ、現在の国会に提案されて

おられます。その概要といたしましては、

バリアフリー施策を総合的に展開するた

め、高齢者、身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物の建築の促進に関する

法律、これは通称ハートビル法でござい

ますけども、それと高齢者、身体障害者

等の公共交通機関を利用した移動の円滑

化の促進に関する法律、これを通称、交

通バリアフリー法でございまして、それ

を廃止いたしまして、一体化にするもの

でございます。

　それらの現在の内容に加えまして、新

たに内容がつけ加えられております。

　まず、１点目といたしましては、一定

の道路、都市公園、路外駐車場について

も、新設に際しましてはバリアフリー化

の基準に適合することを義務づけること。

　２点目といたしまして、旅客施設から

の徒歩圏外のエリアや旅客施設を含まな

いエリアであっても、高齢者、障害者等

が日常利用する官公庁施設、病院等が徒

歩圏に複数立地する区域については、市

町村がバリアフリー化のための計画、基

本構想等でございますけれども、それを

策定することができることとする、とい

う内容でございます。

　３点目といたしまして、基本構想の策

定に当たりましては、事業者、市民等の

参加を促進するための処置を講ずること

として、市町村、関係事業者、利用者、

住民等からなる協議会を位置づけること。

　４点目といたしまして、基本構想に位

置づけられる特定事業の対象に、建築物

特定事業、都市公園特定事業、路外駐車

場特定事業を追加すること。

　以上の４点が新たに盛り込む内容となっ

ております。

　ご質問の中でございましたけども、こ

の結果、本市にどのような影響が予測さ

れるかでございますけれど、私どもとい

たしましては、バリアフリー新法では、

道路、公園、駐車場及び建築物のバリア

フリー化につきましては、新設または改

良時に基準への適合義務となっておりま

す。ということで、既存の施設につきま

しては、一応、努力義務という位置づけ

でございます。ということから、当面は

本市の交通バリアフリーの基本構想の整

備事業の推進に努めてまいりたいと思っ

ております。ただ、その他の地域のバリ

アフリー化の必要性というんですか、そ

れも十分認識いたしておりますので、こ

のバリアフリー化の新法の施行の折には、

その取り扱いにつきまして、今後、大阪

府とも協議を重ねてまいりたいと、この

ように考えておるところでございます。

○山本靖一委員長　長野課長。

○長野建築住宅課長　それでは、ご質問

番号１２点目の、予算書１６３ページ、

節１３、委託料の中の、電波障害調査委

託料についてご説明申し上げます。

　地上デジタルテレビ放送につきまして

は、既に２００３年１２月１日から、関

東、近畿、中京の三大広域圏で地上波の

ＵＨＦ帯を使用して開始されておるとこ

ろであります。現行の地上アナログテレ

ビ放送は２０１１年７月２４日をもって

終了することが予定されていますが、本

市の公共施設が原因となっている電波障

害の対策戸数は、フォルテ摂津や市民図
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書館、また文化ホールなど、１１施設で

ありまして、約１，６００戸ございます。

この区域内における地上デジタルテレビ

放送の受信状況調査をするものでありま

す。既に大阪における地上デジタルテレ

ビ放送はフルパワーで発信されていると

のことであり、具体的には、図面による

机上検討の上、調査範囲の設定を行いま

して、電測車、車によりまして、アンテ

ナのついた車によりまして現地調査を行

い、そのポイントによる受信状況のデー

タを収集し、その調査結果を分析するも

のでありまして、おおむね１６０ポイン

トでの調査を予定しております。本調査

を行うことによりまして、２０１１年に

向けて、既存の電波障害対策施設の今後

の方向性や方策を検討することができる

と考えており、よろしくご理解賜ります

ようお願いいたします。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　まず、８番目の、

乙の辻踏切の安全対策でございます。

　現在、歩行者、自転車、それからバイ

クが通行している、交通量の多い踏切で

ございます。朝の通勤時間帯、通学時間

帯には、かなりの横断者が多いというこ

とで、利用される方にとっては、なかな

か注意を要する踏切でございます。以前

は枕木杭がありまして、意識的に横断者

がわかるというような状態で横断されて

いたということで、これが今回の整備に

よってなくなってしまうということで、

そういう現象もなくなってしまったとい

うことがございます。

　私どもの方は、本来、軌道敷内にとい

うことも考えておりましたが、なかなか

阪急電鉄の方ではいい返事がいただけな

い。しからば、やはり以前そういうふう

な横断の動線があることから、実験的に

軌道敷は無理ですけれども、西と東の軌

道敷の手前にライン処理で、案としまし

ては、センターにセンターラインを入れ

まして、それと矢形を入れて標示してみ

て、横断者が心理的にそれを見まして、

軌道敷内も同じような方向でいけないか

なということを、実験的にちょっと考え

てみたいなというふうに思っております。

これは、当然、道路所管課長の方とも相

談しながらになるんですけれども、あわ

せて阪急電鉄の方にもそういう意思表示

もしてまいりたいなと思っています。た

だ、ライン処理でございますので、先ほ

どございました路面標示の関係になって

しまいます。１８年度予算ですので、通

常、１期、２期工事という形でとってお

ります。早ければ１期工事の中で、一度

実験的に標示してみたいと思っておりま

すので、できましたら夏休みぐらいが一

番いいんかなというふうに考えておりま

す。

　それから、９番目の、市内循環バス運

行補助金の新ルートの、今現在の動きと

いうことでございます。今現在、今まで

検討課題でございました庁舎前のバス停

ということと、それから乗降時間の短縮、

北ルートと南ルートのつなぎ合わせの短

縮、待機の時間の短縮、それからバスの

待機スペースの問題、これは近鉄バスの

努力がございまして、停車時間帯の短縮

については、以前、待機時間帯は最大１

５分ぐらいかかる時間帯を５分以内とい

うような形で短縮していただいています。

そういうような課題はすべてクリアいた

しております。今現在動いておりますの

は、新ルートにおけるバス停の位置を、

所轄の摂津警察署と現地立会いを行いま

して、今、位置決めを行いました。府道

がございますので、府道上におけるバス

停につきましても、今現在、大阪府茨木

土木事務所とそのことについて協議を行っ
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ております。今後、その動きといたしま

しては、そのバス停の位置が決まって許

可がおりますれば、今度は大阪府警本部

にその協議を行うと。それが終われば、

初めて運輸局の方へ申請されるという流

れになっておりまして、今現在、大阪府

の府道沿いのバス停の位置のことについ

て協議を行っている段階で、実際にその

新ルートでのバスの運行がいつというこ

とをお聞きされているわけですけれども、

実際には運輸局に申請されますと、認可

がおりるのが約３か月ぐらいかかると伺っ

ております。あわせて、バスの新ルート

を運行するために、やはり最低１か月ぐ

らいの、市民の方の啓発期間も入れます

と、なかなか４月以降すぐには運行でき

ないというような状況かなというふうに

は考えておりますが、できれば早期にで

きるように協議を急いでいるところでご

ざいます。

　それから、自転車の安全対策でござい

ますけれども、もちろん春と秋の交通安

全運動期間中におきます自転車利用者の

街頭指導、それから通学時間帯の学生に

おける自転車のマナーアップの街頭指導

も随時行ってまいりました。小学校にお

きましても、やはり３年生を対象にした

自転車の乗り方の教室も、小学校１２校

に実施いたしております。それから、幼

児用のヘルメットの着用普及ということ

で、毎年秋口には幼稚園、保育園、保育

所の方で交通安全教室を行っております。

その中でも、保護者に対しまして、ヘル

メットの着用の重要性ということも呼び

かけてまいっております。

　それから、大阪府の自転車の対策の取

り組みといたしまして、これはやはり１

７年度の９月の秋の運動から、大阪府が

交通対策協議会を実施主体といたしまし

て、自転車のマナーアップ運動を実施い

たしておりまして、行事といたしまして

は、やはりマナーの呼びかけに対するポ

スターとかリーフレットの配布によって、

広報媒体を使って呼びかけておられると

いうことでございます。

　それから、大人向け、学生向けの講習

会ということでございますけれども、高

齢者も含めた自転車の安全教室、自治会

に呼びかけて高齢者の自転車の安全教室

も行っております。その中で、やはり効

果的な自転車の講習ということですので、

やはり興味のあるような内容でやってい

かなければならないかなということで、

寸劇を入れたような、今までにないよう

な講習をやっていけば、より効果的にな

るんではないかなということで、以前も

そういう形で実施いたしましたところ、

かなり好評を博したということで、その

内容をお聞きして、また別の団体から講

習会を開いてほしいというふうな声も上

がっています。ですから、１８年度以降

もそういうふうな一方通行的な講習では

なく、参加できるような講習にしていき

たいなというふうに考えております。

　学校、地域の大人向けの講習というこ

とですけれども、これも学生の自転車の

マナーがかなり悪いということをいたる

ところでお聞きしております。ですから、

いろんなそういう学校の行事の中である

か、もしくは地域の活動の中で、そうい

うふうに講習会ができるような体制をもっ

て、呼びかけていきたいなというふうに

考えております。

　それから、１８番目の、バス利用促進

の補助でございます。これは、国土交通

省が推進いたしておりまして、バス等の

公共交通機関の利用を促進し、自家用車、

公共交通機関のバランスのとれた交通体

系を確立する目的の補助事業を行ってお

ります。今回、予算計上させていただい
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ておりますのは、阪急バスが個別対策事

業といたしまして、ＩＣカードの導入を

考えておられます。いわゆるピタパでご

ざいまして、平成１７年度から平成２１

年度の５か年計画で、一般乗合バス全車

にＩＣカードの導入をするということで、

それの国、府、地方公共団体の補助が必

要だということで、今回、計上させてい

ただいております。事業の補助につきま

しては、導入路線の補助基本額の５分の

１を国が、５分の１を地方公共団体が補

助いたすということになっておりまして、

またその中で、地方公共団体の５分の１

のうちの２分の１が府、県、残りの２分

の１は市町村の率あん分ということになっ

ておりまして、今回、１８年度の導入の

路線につきましては、豊中千里営業分と

いうふうに伺っておりまして、距離はさ

ほどないということで、こういう金額に

なっております。１８年度はそういう予

算計上でございますけれども、１９年度

になりますと、やはり導入路線の延長に

よりまして、率あん分によって若干の額

がまた表示されるんではないかなという

ことで、今後、２０年、２１年に向けて、

そういう予算計上が上がってくるもので

ございます。

○山本靖一委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

１９番目の、都市景観に伴います大規模

建築物等の届け出について、お答えさせ

ていただきます。

　１７年度では、２月末現在で届け出が

約２４件でございます。１８年度の見込

みにつきましては、届け出の過去実績が

約２０件から３０件程度でございますの

で、１８年度についても同程度というふ

うに考えております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、２回目の質問を

させていただきたいと思います。

　まず、１番目の法定外水路の使用料の

件でございます。水路の名目につきまし

ては、例えば、神安土地改良区の水路と

か、市の水路とかいろいろあると思うん

ですけれども、水路によって、今の法定

外管理条例に基づく使用料というのは、

扱いに変わりがあるのか、ないのかとい

うのを、ちょっと聞いておきたいです。

　それから、水路の占用料につきまして、

前回も聞きましたが、他市でもほとんど

以前から取っているところが多いと思う

んですけれども、本市の場合は、前回も

聞いたときには５年ごとに更新をしてい

るということでございまして、私は、５

年ごとに更新のときに、新たにもらい始

めるのがいいのではないかということも

言いましたけれども、更新状況ですね。

更新がきちっとなされているのか、いな

いのかということを、ちょっとお聞きを

したいと思います。

　それから、更新時から占用料を徴収を

した方が公平になると思いますけれども、

もう一度これ、ちょっと時間がたってま

すが、見解に変わりはないかもしれませ

んが、見解をお聞かせください。

　それから、２番目の、都市再生地籍調

査ですが、難しい説明やったんですが、

私が聞いたのは、それはどういう形で摂

津市としては事業展開されますかという

ことをお聞きしたつもりでして、恐らく

道路境界の明示とか、水路境界とか、そ

ういう官民境界というのは、そんなとこ

ら辺が一番主立ったところだと思うんで

すけれども、そこをどんどんやっていく、

今までやっている部分のほかに充当して

いくということになるんだろうと思うん

ですけど。それで、予算概要の８５ペー

ジにその辺のことは書いてありますけれ

ども、これは、補助金、今言われたよう
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に６００万円と書いてあるうちの４分の

３が国と府ということで、４５０万円を

いただくと。名目上は６００万円になっ

てますが、事業予算としては７４９万２，

０００円ということで執行するというこ

とでございますので、ちょっとこの辺の

財源と実際の予算とのことについて、ご

説明ください。

　それから、道路の官民境界線の査定の

実施について、やっぱりどっか優先する

地域とか、この区域を優先していこうと

か、そういう何かあるのかないのか。そ

れとも、今までやっているのに簡単に充

当できるから、その分が市の持ち出しが

安くなるというだけのことなのか、その

辺、ちょっと教えてください。

　それから、市として、今後この予算が、

今回だけやないと思いますので、これを

どのように使って、こういった事業をす

るのか、展望とあわせてお願いします。

　それから、３番の、この完了検査に基

づく件でございますが、１回目に確認申

請の件数等についてお聞きしました。だ

んだんふえてきているということでもご

ざいます。これはこれで、ある意味でい

いことであるなと思うんですが、今回ちょっ

とお聞きしたいのは、実は完了検査とい

うことでございまして、この確認申請を

出せば、当然、完成をすると完了検査を

受ける。開発を許可をすると、完了検査

を受けるということになります。検査を

受けないということが問題になっている

ようで、新聞ではちょっと取りざたされ

ておりましたけれども、この完了検査を

受けている現状について、これは確認の

場合はちょっとわからないかもわかりま

せんが、開発の場合は、当然、市が経由

をして、経由というか、同じく検査をし

て、調書を府に送るという作業がありま

すからわかると思うんですけど、その辺

の完了検査を受けている状況を教えてく

ださい。

　それから、受けていないものが発覚し

たときの対応ですね。どういう対応をさ

れているのか。そして、今度、摂津市の

開発協議申請書というのも、これも一応

完了検査が必要になっています。特に先

ほど言いました都市計画法の許可申請の

場合は、これは連動していますから、受

けないのであれば、どっちも受けないと、

受けるんであれば、市の検査もちゃんと

受けないといけないと、こういうふうに

なっていると思うんですけど。ところが、

このやり方について２つあって、１つは、

協議をやって、これから工事をやって、

完了検査を受けてから確認申請を受ける

というパターンと、それから工事完了検

査誓約書というのを添付して、工事はも

うやらずに、確認申請をやって、一緒に

工事をして、最後に検査を受けるという

ふうなやり方がありますね。ほとんどは

そういうこっちの方の、フローチャート

でいくと、こっちの方のやり方でいくと

思うんです。だから、市の方の事前協議

が終わったら、確認申請を出して、そし

て工事を一緒にやって、検査を受けると。

そのときに、確認申請の完了検査と、こ

の市の事前協議の完了検査は連動してお

りませんので、受けなくったって、建築

確認申請の検査済みは取れるという、こ

ういうシステムになっていると思うんで

すけども。その辺の、開発協議申請につ

いての完了検査の実態を、ちょっと教え

ていただきたいと思います。

　それから、その後に、受けた後に、い

ろいろ指導をされたものを取っ払ったり、

例えばコンビニの駐車場で出入り口は大

体摂津市でやった、２面やったら２か所

とかいうて、しかも５メートルとかいう

て決めてはりますね。そういうのを受け
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てても、後で取っ払って、もう全面オー

プンになっているというようなコンビニ

エンスストアが何件かあります。そうい

うようなことを、完了後にそれが守られ

て、改修されていないかとかいうパトロー

ルをされているのかどうか。そして、違

反が見つかった、築造をしているのが見

つかったときに、どのように対応してい

るのかということを、お聞きしたいと思

います。

　それと、先ほど、野原委員もおっしゃっ

てましたけども、非常に違反の問題です

ね。築造、建築確認申請が終わって、完

了検査を受けた後の違反の問題。これも

非常に問題視されました。悪質なものか

ら軽微なものまでいろいろあるわけです

が、例えばホテルとか、そんな不特定多

数の方が来られるような建物については、

非常に悪質だというふうになってます。

ところが、そういうようなものもあるし、

例えば、中を改装して違う用途に変えて

しまう。こういうのも本当は確認申請で

ちゃんと許可をもらわないといけないと

いうことになっているわけですけど、そ

ういうのを怠っている場合もよくありま

す。それから、４号建築物といいまして、

６条の４号で、これは木造の普通の一般

の住宅がほとんどですけれども、都市計

画区域内にあるものについては、１０平

米を超えるものについては確認申請を出

さないといけないことになっています。

これをもし増築をしたいと、改築とかす

る場合にも、同じように届け出が要るよ

うになっています。ところが、ほとんど

出しませんね。出さないです。出さずに

増築をしても、建築指導課とかは来ない

ですが、固定資産税課は来て、ちゃんと

寸法をはかっていくというのは、よくあ

るんですね。だから、現実のところは、

固定資産税はお金をもらわなあきません

から、ちゃんとはかりに来ると。担当課

においては、わかっていても、それを取

り締まることはもうできないほど数も多

いし、対応もできへんというのが現状で

はないかなと思うんです。その辺の見解

を一度聞いておきたい。どういう見解を

されているのか、聞いておきたいと思い

ます。

　それから、４番目ですが、住民説明の

お話の中で、合意をしてもらうところま

では求めておりませんということでござ

いました。トラブルは大なり小なりある

んだということで、そうかもしれないん

ですけども。少なくともそれを最小限に

抑えていくための努力というのは、方法

として説明会のときに経過書を添付する

ことになっています。この説明会の添付

書に資料を、その説明会で使った資料を

添付をしなくてもいいことになっている

んですけどね、これは、なぜそうされて

いるのかということをお聞きしたいと思

います。通例は、申請で出した図書があ

ります。それと同じものを持って近隣説

明に行くのが、大体モラルというか原則

ですよね。一部まずいのはちょっと消し

といてとか。そういうことをすることは、

本当はモラル上はよくないんですけれど

も、よくあるんです。そういうのが起こ

らないために、他市では近隣説明に使っ

たものを、同じものを持って行きなさい

ということを、よく言うわけですけど、

そういうことをしていらっしゃらないの

はなぜかということと、それから、経過

書の説明会の経過について、こういう説

明の経過をしましたよと、自治会でも判

をもらうようになっております。地元自

治会の、地元の一部同意が得られない、

これはトラブルが大なり小なりあるんだ

ということの部分だと思うんですけど、

得られていないというか、まだ意思の疎
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通というか、いや、私はちゃんと説明し

てもうてないと。いや、かたや業者はし

たと。おれへんかったから昼間にチラシ

を入れたと。それでもう電話がかかって

こなかったから、了解してもうたんだと。

こういう見解。かたや、そんなん忙しい

のに、夜に来てもらわな会われへんとい

う見解の、こういう問題、経過があるん

ですね。そういう部分でも、いや、自治

会長が判を押したら、もうそれでいいと。

こういうふうになっているんじゃないか

と思うんですけど、他市ではそういうこ

とを未然に何とか防ぐというような意味

では、後で自治会長に電話をして、その

状況、模様を確認をしたりとかいうとこ

ろもありますけど。その辺の、地元にき

ちっと説明がなされているということを

確認をしていくということについての見

解を、ちょっと述べていただきたいと思

います。

　それから、５番目は、耐震偽装の相談

窓口については、大阪府で１２年以降の

ものについては、もう一回審査をやって

もらってますということでありますと。

それ以外の、それ以前のもんでいくと、

これは建築士会とか、建築事務所協会と

いうことが相談に乗ってくれるというこ

とで、そこへ行ってくださいという。こ

れは有償ですね、相談料も１時間何ぼと

かで、結構多額の、結構高価だったと思

うんですけど取られるんですね、お金を。

そういう、しかも遠いですわ、大阪市内

の谷町かどっかあの辺だったと思うんで

すけど。そこまで出向いていかないと、

相談もできないという状況ですので、こ

れはちょっとご検討いただきたいと思う

のは、今、市でも法律相談なんかもやっ

てらっしゃいますので、そういうふうな

スタイルで、建築士なりにお願いをして、

そういう耐震相談を、相談窓口ですね、

そういうものを設けることができないの

かというのを私なんか思うわけですが、

その辺の見解について、ちょっとお示し

ください。

　それから、７番目の２００件、今回、

水洗化されるだろうという、この補償金

ですよということでございました。前回

お聞きしたときに、地域割りがされてて、

もとＨ社の区域とＫ社の区域とでは補償

金の算定の仕方が違うんですよという話

がございました。ちょっとややこしい話

ですが、作業補償。金銭補償と作業補償

とに分けて、併用でやっておりますよと

いうことでございます。この作業補償の

面が、いろいろと整理をしなければいけ

ないんだというふうな課題もあると。生

活ごみの、これはもう全然あれが違いま

すけど、所管が違いますけど、そういっ

たものも含めた整理を考えていかなあか

んということが、前もたしか助役の方か

らもおっしゃっていたと思うんですけど

も、そういう整理の面において、この５

００万円ですね、２００件の分と、それ

から作業補償との関係とで、どのように

推移をしたのか。１８年度するのか。そ

れで、将来的にこれはどういうふうにな

るというふうに見てらっしゃるのか。ちょっ

とお示し願いたいなと思っています。

　それから、８番目の、乙の辻踏切の関

連でございますけれども、夏ごろに軌道

敷の外側にそれぞれが、右側通行やった

ら右側通行を誘発するようなものを標示

をするということでございました。ちょっ

と朝見に行ったりもしたんですけども、

やっぱり相互に行き交うとき、すごく混

雑をするんですね。そんなに数が多くな

いけど、自転車とかが非常に多いもんで、

行き交うときに非常に混雑する。ちゃん

と右と左に分かれとったら、もうちょっ

とスムーズにいくなというふうに感じま
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す。先ほど言いましたように、とりあえ

ずいろんな手の打ち方がないのであれば、

これを早急にしていただきたいのと、ま

だ時間がありますから、もう絶対阪急は、

もう中に線を引いたらあかんと言うのか

もわかりませんけど、線引くだけやった

ら、何とかせえやということで、ちょっ

ともう一遍努力していただいて、やっぱ

り中に線があるのは絶対効果もあると思

うので、引かせてもらうように、もう一

遍努力してもらわれへんかなということ

を、これは要望しておきますので、よろ

しくお願いをいたします。

　それから、９番目の、市内循環バス運

行についての新ルートの件で、一応着々

と進められているということでございま

した。最短でいくと秋ごろにはスタート

できるのかなと。もうちょっとかかるの

かもわかりませんけれども、これも鋭意

努力していただいて、市民の足の利便性

が向上するように、努力していただくこ

とを要望しておきます。

　千里丘東２３号線の件、１０番でござ

います。この辺のことは、非常に地元か

らも要望もありました。非常に路肩が崩

れて、いつも下がってくるんですけど、

それが改修されるということでは、ある

意味では非常によかったなという面もあ

りますし、また、そこよりももうちょっ

と行ったら、また狭いんですね。両側に

幼稚園があって、建物が建ってて、狭い

ところを、幼稚園の子どもを連れたお母

さんがよくここを通るということで、非

常に危ないという面も、安全対策の要望

もあるんですけど、改修をされるときに、

安全対策という面も含めて、これは考え

ていっていただきたいなというふうに思っ

ています。その件も、どのような見解で

いらっしゃるのか、安全面、ここの。ちょっ

と一度ご答弁ください。

　それから、道路占用の問題ですね、今、

先ほど指導体制のことをおっしゃってま

した。最終、最後は警察がおろすという

ことですね。これを、そのとおりに業者

がちゃんと守ってやるのかどうかという

ことが、一番大事だと思うんですね。こ

の間、実は、千里丘交番の裏側のところ、

マンションギャラリーの工事をするのに、

歩道の掘削をしておりまして、ガードマ

ンも立っていない、仮歩道もない。重機

で掘って、そのままの状態で置いてまし

た。ある人から私も言われて、ちょっと

警察に、すぐ前が警察でしたから、警察

に、これ、ガードマンも立ってないのに

大丈夫ですかという話で、ちょっと行っ

たんですけど。後から安全対策の図面を

見ようと思いましたら、これは市に置い

てある分は、最終の図面じゃないんです

と。最終の図面はどこにあるんだという

と、警察にあるんですと。警察が取り締

まらなあかんねんけど、交番の警察官で

すから、それは見てないわけはないのに、

ぽっとしているというか、言い方は悪い

ですが、気づかないという。じゃ、だれ

がこういうことを取り締まるのかという

ことになってくるわけです。書類さえ通っ

たら、後は、わからなかったらそれでえ

えねんやというふうなことがまかり通る

と、これはいけないと思うんですけど。

こういう、まず市の方に最終図面を、やっ

ぱり警察と連携をして、警察も取り締ま

るけれども、摂津市としても、問い合わ

せがあっても、また自主的にも、そうい

う安全対策についてはしっかり取り締まっ

ていくという体制をとれないものかと思

うわけですけども、少なくとも図面はも

う一回、同じものが警察で許可して、い

ろいろ指導されたものが戻ってくるよう

な体制をとっておけないのかというふう

に思うわけですが、その辺の体制につい
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て、ちょっとご答弁をお願いします。

　それから、電波障害の調査について、

１２番ですが、調査をされるということ

で、これは地上波になりますとかなり減

るという予測でございまして、かなりそ

の面では、今まで電波障害の対策費を組

んでいたのが減額されるだろうという期

待が非常に高いわけです。そのときの減

額にしていく方法として、それでも全部

はなくならないと思うんです。やっぱり、

今まで対策していたものがなくなるとき

に、やっぱり金銭補償みたいな形のもの

をせんとあかんのんか、それとももう電

波障害は１１年でなくなりました、さよ

うならでいけるのか。残った分について

は、また違う方法を考えていくのか、そ

の辺のどんな減額の方法が考えられるの

か、今の現時点でも結構でございますの

で、ちょっと方向性だけお示しください。

　それから、１３番目の、東一津屋公園

の整備についてでございますけれども、

今、かなり具体的なことではおっしゃっ

ていただきました。全面の公園としての

整備は無理であったとしても、今のより

もかなり前進をさせていただくような答

弁がございました。これは、しっかりと

整備、できるだけの整備を確保していた

だきますように、よろしく要望しておき

ます。お願いいたします。

　それから１４番、千里丘三島線の改良

工事についてでございまして、それに付

随してだと思うんですが、予算書のその

下のところに、支障物件移転補償費とい

うことで載っております。これは同じ、

多分、連動して、この関連で補償額とし

て出てきているだろうと思うんですが、

この辺のことを関連で、どういう問題点

があるのかということを、ちょっとお示

し願いたいと思います。

　それから、１５番の、大正川の河川敷

の公園化についてでございますけれども、

これもこれまで順調にいくと５月初めぐ

らいには公園化できるかもわからないと

いうことでございますので、５月１２日

にこどもフェスティバルがちょうど河川

敷でございますし、それに間に合えば、

そういう工事もしやすいという面もあり

ますので、これはしっかり頑張っていた

だいて、努力していただくことを要望し

ておきます。

　次、１６番、クリーンセンターの管理

事業についてでございます。減額されて

いくということについては、こういう時

代でございますので、非常に喜ばしいこ

とでございまして、ただ、消耗品として

の分が２年に１回、また来年膨らんでく

ることになると思いますけど、処理量が

減ったというのが、ちょっとこれは気に

なるわけでございまして、これは水洗化

に伴って処理量が、流入量が減っていっ

ているということにつながっているのか

どうか、この辺のことをちょっとお示し

願いたいと思います。

　それから、事務事業報告の、設備に精

通している職員が高齢化してきているの

で、将来は民間委託を検討するというふ

うに載っております。このことについて、

どういうふうなめどで、検討について、

どんなふうな方向になっていくのかとい

うことと、それから、先ほど処理量が減っ

たということとあわせて、水洗化率の進

捗との関係ですね。それから、正雀処理

場については、本会議でもちょっと言い

ましたけども、地元の要望としては、も

う廃止してほしいという声も非常に強い

わけでございますけれども、そうすると、

ここのクリーンセンターの流入量が減っ

ていくということももう一つの条件の１

つになります。減っていった中で、どこ

かの時点で別のところに移転ということ
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も考えていくんだろうなと思うんですけ

ども。例えば、中央処理場も、その有力

な候補だろうと思うんですけどね。そう

いう先の展望になりますが、民間委託、

委託料の縮小、そして正雀処理場の廃止

に向けた取り組み等について、ちょっと

先の展望を教えていただきたいと思いま

す。

　１７番目、自転車の安全対策について

でございます。先ほどからお示ししてい

ただきました。大人向けの講習について

は、高齢者向けの講習なんかをやっていっ

てるということでございまして、以前に

は若いお母さん、子ども連れのお母さん

のマナーがよくない人があると。前と後

ろと背中に１人背負ってとか、そういう

非常に危ないケースもあるということも

あって、子どもたちの講習のときに、お

母さんたちも一緒に講習を受けてもらえ

るようなことを取り組んでいくというこ

ともおっしゃってましたので、これはも

う答弁は結構でございますので、しっか

りと取り組みをしていただきますように、

これは要望しておきます。よろしくお願

いします。

　それから、１８番目の、バス利用促進

等総合対策補助事業ということでござい

まして、国土交通省が財源を持っている

んですね、今のお話ですと。ちょっとＩ

Ｃカードの補助化をしていくにしては２

万８，０００円でどれぐらいのことが、

これはカードリーダーの、バスの中に機

械を設置をするという費用なのだろうと

思うんですけど、２万８，０００円で非

常に少ないなという気もするし、そんな

ものをせなあかんのかなという気持ちも

ありますけれども、一応これはもう結構

です、わかりました。

　それから、１９番の都市景観事業につ

いてでございます。年間２０件から３０

件出ているということでございまして、

見通しはそれぐらいになるということで

ございまして、これはこの要綱がつくら

れてからちょうど丸４年近くになります。

非常にできたときに期待をいたしまして、

摂津市はこれで景観上もよくなっていっ

てほしいなという思いがいっぱいあった

わけでございまして、それで４年を経過

しておりますので、ちょっと何点かお聞

きをしたいと思うんですけど。これは指

導面のこともありますけども、これまで

の実績の中で、当然この景観条例が出て

きて、いろいろ指導をされる。そして、

竣工届がないんですよね。事前協議みた

いなことをやって、その中で、こんなん

やってくださいというようなことがあっ

て、でき上がったものについて、その竣

工届がないんですね。完了届がないんで

すね。そういうものの中で、でき上がっ

てきたものについての評価。乖離という

か評価というか、その辺のことを、ちょっ

と総括して、一遍言うていただきたいな

と思います。

　それから、摂津市都市景観まちづくり

要綱というのがあります。この中に、４

年を過ぎて、例えば景観モデル地区を指

定していきましょうということがありま

す。それから、景観形成市民団体認定制

度というのがございます。それから、景

観形成協定制度。こういった、要するに

どんどんまちをきれいにしていこうと、

景観をよくしていこうという仕組みをつ

くってらっしゃいます。こういった３点

についてですけど、どういう展開をされ

てきているか。また、これからの１８年

に向けて、どういう展開をして摂津市を

より景観のいいまちにしていこうという

ねらいを持ってらっしゃるのか。ちょっ

と教えていただきたいと思います。

　それから、２０番の、耐震診断と耐震
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改修についてでございますけれども、財

政的にと言われたら、何も言えなくなる

わけですけど、耐震診断で言いますと国

の補助が３分の１おりますよということ

がありますし、耐震改修では７．６％と

いうことでございますけれども、国から

の補助を出しますよというふうな制度に

なっておりますし。耐震化について、市

としても、耐震改修促進計画というのを

つくっていこうというふうなことも打ち

出されつつありますので、そういった意

味では、やっぱりときを考えて、固定資

産の減免措置とか答弁がありましたけど

も、それ以外にも積極的に市として、こ

ういう取り組みをしていくことも大事だ

と思いますので、これは要望とさせてい

ただきますけど、一度考えていただきた

いなと思います。

　それから、２１番でございますけれど

も、新幹線の観覧施設についての状況は

よくわかりました。ここの人も年間２，

４００人ほど来られるということで、非

常に人気も高いかもわかりません。また、

ちょっと入り口の方をぐるっと回ると、

新幹線の基地が、本物の基地がありまし

て、そこにも結構人がたくさん来られて

います。以前からここに何か利用して、

もうちょっと人がたまれるような、観覧

できるようなものをつくれないかと。そ

して、この新幹線公園と一体の、こうい

うような何かできないかということがあっ

たわけですけど、そういう考え方につい

て、ちょっと一度見解を教えていただき

たいと思います。

　それから、最後２２番ですが、新バリ

アフリー法案について。先ほど、新しい

バリアフリー法案についての基本計画を

策定することができるということだとおっ

しゃってましたけど、交通バリアフリー

基本計画のときは、非常に他市よりも大

分遅れてスタートとしたというような経

緯があって、エレベーター、エスカレー

ターの設置も、どちらかというと本市の

駅は他市の駅よりもちょっと遅れてスター

トしたというような面もあります。それ

は、結局財政面であると、そのときもおっ

しゃったんです。財政が伴わないという

ことをおっしゃったんですけど、そうい

う意味では、今度はやっぱりもう少し情

報をキャッチしておいていただいて、他

市に先んじて、こういうバリアフリーに

ついてもしっかり計画をつくっていける

ような体制をとっておいていただけるよ

うに、これは要望しておきたいと思いま

す。

○山本靖一委員長　答弁を求めます。

　山口参事。

○山口下水道管理課参事　質問番号１番

の、水路の管理についてでございますが、

神安土地改良区が管理する水路と、本市

が管理する水路は区別をしておりまして、

占用料につきましては、その施設が存続

する間は、毎年徴収をしております。

　占用の更新についてでございますが、

占用の期間満了後、引き続いて占用する

場合は、更新をしていただいております。

占用の期間は５年としておりまして、更

新がきちっとできてるかということでご

ざいますが、条例制定後の申請につきま

しては、更新管理をきっちりしてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　質問番号３番の

完了検査についてお答えいたします。

　民間の単なる建築確認ですね、この完

了検査についても、最近はかなり改善を

見てきまして、平成１６年度の完了検査

の受検率は７９％、約８０％に達してお

ります。昨年あたりから大阪府と摂津市
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が協力いたしまして、完成間近な物件を

洗い出しまして、大阪府の方に摂津市か

ら報告いたしております。その報告に基

づきまして、大阪府の方は完了検査を受

検するよう促すという体制をとっており

ます。去年から今年にかけて、まだ一段

と上がっているのではないかと思ってお

ります。

　それから、まだ確認された中で、受検

されていない物件をどうするかというこ

となんですけど、過去に多々そういう物

件はあろうかと思うんですけども、そこ

まで現実に手が回らないという状況だと

思います。府の方でも積極的に受検され

ていないところについて、働きかけてい

るという状況ではないかと。まずは、現

在、進行している建築物の受検を、でき

るだけ１００％に近づけたいというのが、

府の考え方だと思っております。

　続きまして、開発につきまして、都市

計画法に基づく開発なんですけども、今

年の場合、現在までに、昨年の１月から

１２月にかけて、１３件ほど申請がござ

います。そのうち１１件は開発検査を完

了いたしております。あとの２件はまだ

工事が進行中だというふうに聞いており

ます。

　それと、摂津の開発協議基準に基づく

完了検査なんですけれども、摂津市の小

さい開発につきましては、主に検査とい

うのは外構関係のものになってきます。

道路、側溝、それから下水関係、それか

ら交通の関係、緑、公園、こういったと

ころなんですけれども、ほとんどが先に、

建物を建てる前に工事を仕上げてしまう

と、建物を建てるときに傷んでしまうと

いうふうな状況がありますので、委員が

おっしゃるように、工事完了検査のとき

に、完了検査の誓約書をとりまして、建

築確認を受けていると。それで、建物が

建ってるときに外構まで影響しないとい

う状況の中で完了検査を受けさせていた

だいているという状況です。今のところ、

こういうシステムで進めさせていただい

て、何ら問題は発生していないと考えて

おります。これからもこの状況で進んで

いきたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

　続きまして、違法建築の件なんですけ

れども、確かに委員のおっしゃるように、

建築基準法では１０平米未満の増築につ

いては建築確認を出さなくてもいいとい

う規定がございます。あちこちでそれに

近い増築をされてるんですけれども、特

に増築された結果、容積率、建ぺい率が

違反になってくるじゃないかということ

なんですけども、そういうことは多々あ

ります。ただ、我々がそれを違反建築だ

というふうに認定するには、当然、敷地

の大きさを把握しての上で、それから増

築面積を把握しての上でということにな

りますので、かなり難しい話となってき

ます。この分につきましては、先ほども

申し上げましたように、パトロール中な

り、市民からの通報なりをもとに、でき

るだけ我々は違反物件については取り締

まりをしていきたいと思っております。

府と連携して取り締まりをしたいと思っ

ておりますけれども、まだ隅々まで取り

締まるという状況にはございません。こ

れからも引き続き努力をさせていただき

たいと思いますので、ご理解のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

　続きまして、４番目の、地元説明のと

きに、地元説明の説明資料を経過報告書

の中につけさせてはどうかということな

んですけども、従来から我々、強制では

ありませんけども、説明資料というのは

各戸に配付した場合は、つけるというこ

とになっておりますし、地元説明会に使
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われた資料は、全部ではありませんけれ

ども、大半いただいております。委員が

おっしゃるように、そういう行き違いが

あってはいけませんので、今後につきま

しては、できるだけ説明会について、資

料をつけていただくように指導していき

たいと思っております。

　続きまして、耐震の分について、専門

家による相談窓口を設置できないかとい

うことでございますが、この分につきま

しては、正直なところ、件数が年に数件、

相談事がございます。法律相談のように

需要は決して大きくないと考えておりま

す。それと、行政間でお金を出し合って、

そういう防災センターというところに支

援をして、相談窓口を設けさせていただ

いて、そこに行っていただくというシス

テムもつくっております。それと、摂津

が改めてそういう相談窓口をして、それ

に見合う需要を考えたときに、今の状況

が費用対効果を考えた場合に、一番いい

のかなという思いがあります。今後の状

況も見きわめていかなくてはなりません

けれども、とりあえずは現在のこの体制

を続けていきたいと考えておりますので、

よろしくご理解のほど、お願いいたしま

す。

○山本靖一委員長　長野課長。

○長野建築住宅課長　質問番号１２番目

の、２回目のご質問でございますけれど

も、維持管理費が軽減されるかとのお問

いでございますけれども、確かに委員ご

指摘のとおり、地上デジタル波の建造物

障害は、アナログ波に比べかなり低減さ

れるということで聞いております。ただ、

地上デジタルテレビ放送で電波障害が起

こらないエリアにおきましても、現行の

アナログ放送がある２０１１年７月まで

は、障害の対策施設が必要となります。

こういった問題がありまして、今後、こ

の調査に基づきまして、これからの移行

時期も含め、どのような方法が考えられ

るかという技術的な問題を検討していき

たいと考えております。また、その中で、

今後の管理コスト等、費用対効果を考え

る中では、ケーブルテレビへの移管も一

つの選択肢ではないかとは考えておりま

す。

　それともう１点、本市以外の摂津市域

内における他の公共施設の対策施設もご

ざいます。例えば、モノレールでありま

すとか、新幹線でありますとか、府営住

宅でありますとかございます。こういっ

た他の公共施設への取り組みも参考にし

ながら、今後、方策を考えていきたいと

考えております。どうぞよろしくお願い

します。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　質問番号２１

番目の、ＪＲ東海道新幹線鳥飼基地の中

央環状線側に、市民が新幹線を観覧でき

るスペースを設置することについて、ど

のように考えているかについてご答弁を

申し上げます。

　本市におきましては、地域の特性をあ

らわしているものの１つに、新幹線鳥飼

基地があると考えております。市民の方

は、新幹線基地のあるまちという意識を

持たれている方も多く、昨年度、市民が

参加していただいたワークショップで、

新幹線鳥飼基地をテーマに取り上げられ

ました。基地に来られる方から聞き取り

をし、その活用についての課題を整理す

るなどの取り組みが行われてこられまし

た。今後、ワークショップの取り組みは、

具体的な活用に向けたものとなっている

ことから、行政としてもサポートできる

分については、協力を行ってまいりたい

と考えております。

　ご質問にありました施設見学、施設開
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放については、企業の施設に対する考え

方や、現状の立地条件のもとでの安全の

問題など、解決を図っていかなければな

らない課題も多く、１６年９月には、Ｊ

Ｒ東海に対し、市民の施設見学をお願い

に行きましたが、やはり安全管理上を理

由に断られた経緯もございまして、ＪＲ

東海の協力がなければ、事業の形成が

困難であると考えております。

　本会議で市長が答弁しましたように、

この施設を生かして、市民の皆さんに喜

んでいただける何か具体的なものについ

て、市民の皆さんのご提言をいただきな

がら、検討してまいりたいと考えていま

す。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、質問

番号１４番でございますけれども、予算

書１６５ページの支障物件移転補償費で

ございます。この内容につきましては、

先ほどご説明申し上げましたけども、千

里丘三島線交差点改良工事の施工に際し

まして、支障となります水道またはガス

管等の移転補償費でございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　質問番号７番目

の、し尿補償に関するご答弁をさせてい

ただきます。

　今の補償でございますが、今現在１社

で、し尿の収集業務を行っておりまして、

この地域としましては、平成１４年以前

から受託している地域と、それから平成

１４年以降、新たに受託した地域がある

と。それぞれに協定書、覚書等で今日ま

で補償を行っておるわけでございまして、

問題は、このうち以前から委託している

地域について、金銭補償と代替業務があ

ると。問題は、この代替業務の期間が定

められていないと、これが我々は課題と

考えておりまして、この点について、今

現在、業者と協議をしているところでご

ざいます。

　将来どうなるのかということでござい

ますが、これについても、協議中でござ

いまして、ただ、金銭補償につきまして

は、減少世帯数に対して補償単価を乗じ

たものを今後も補償していかなければな

らないのではないかと考えております。

いずれにしても、また建設常任委員協議

会等で、この点についてはご説明をして

いきたいと考えております。

　それから、１６番目の、クリーンセン

ターの管理料につきまして、正雀終末処

理施設負担金が減ったということで、こ

れはクリーンセンターの方で前処理した

後に、最終処理ということで、正雀の処

理場の方に送水をしておりまして、この

送水量が減っているということでござい

ます。これは、水洗化率の向上等により、

し尿くみ取り世帯、浄化槽世帯が減少し

ているということによるものでございま

す。クリーンセンターに委託化というこ

とで、今現在も検討しております。課題

としては、委員が言われましたように、

高齢化であるとか、機械に精通した職員

を今後確保しなければならないと。こう

いった点が課題と考えておりまして、こ

ういった対応ということでは、委託とい

うものも当然、考えていかなければなら

ないと、このように考えております。

　それから、正雀処理場の廃止というこ

とで、先ほども言いましたように、正雀

処理場は本市のし尿、それから浄化槽汚

泥を最終処理している施設でございまし

て、その移転ですとか存廃問題について

は、本市についても重大な影響が及ぶと

いうことから、今後も吹田市の方と協議

を重ねていく必要があるのかなと考えて

おります。仮に処理場がなくなるという

ことになれば、当然、最終処理をどこで
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するのか、それについて一案として中央

処理場というようなこともおっしゃいま

したけれども、中央処理場で処理すると

して、どんな形でそこにし尿、浄化槽汚

泥を持っていくのか、ここら辺について

も、今後、検討をしていかなければなら

ないのかなと考えているところでござい

ます。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、質

問番号２番、都市再生地籍調査で、補助

対象金額が６００万円で、予算としまし

ては７４９万２，０００円上がっておる

が、その違いについてということです。

　このことにつきましては、先ほどから

申し上げておりますように、国が２分の

１、府が４分の１と。しかるに４分の３

が補助金で行われるということで、市の

持ち出しが４分の１でございます。とい

うことになりますと、当然、補助事業に

できないという部分がございます。それ

が、差額で申し上げます１４９万２，０

００円に該当する部分でございまして、

例えばどういうものが該当するかといい

ますと、地籍調査業務を行うために、今

回、大きく変わる部分がございます。こ

れは、先ほども申し上げましたように、

最終的には個人の財産の面積を確定する

ということを目的に置いておりますので、

住民への説明を行わなければなりません。

ということで、パンフレット等の作成を

行ったり、説明会を行うための予備調査

を行うとかいうような事業費に充てる見

込みでございます。

　先ほども言いましたように、この都市

再生地籍調査の従来から本市で行ってお

りました官民境界の道路境界確定作業と

の違いが大きく２点ございます。

　まず１点目といたしましては、今まで

のことにつきましては、市の道路のみの

境界の確定をやっておりました。今回の

この都市再生地籍調査におきましては、

先ほどから申し上げておりますように、

行政区域内すべてが対象でございますの

で、府道との境界も当然、生まれてくる

わけなんですが、その府道と民地との境

界も定めるのも当該市、摂津市で行って

いくということが大きな違いでございま

す。官民という言い方ですので、当然、

道路区域と民間の土地、それから水路敷

であるとか、河川敷であるとかいうよう

な、要するに行政区域内のすべてを対象

としまして、それをブロック割にしまし

て進めていくというのが大きい違いでご

ざいます。

　それと、もう一つの違いにつきまして

は、現在、本市で使っております測地計

につきましては面座標を使っておりまし

て、人が目で見て、機械でやっていると

いうのが現時点でございます。それを大

きく進めるがために、平成１６年度から

国交省が、本市につきましても都市再生

街区基本調査というものを行いまして、

成果としまして、摂津市内に標準杭を、

基準点を設置してもらっています。この

基準点のベースになりますのがＧＩＳ、

衛星から送られておりますポイントを基

準にいたしまして、基準点を設置されま

した。今回、この都市再生の地籍調査で

行います、ベースとなります基準点につ

きましても、まず最初にＧＩＳ、要する

に衛星座標に置きかえるという作業と並

行で進めてまいっていくという予定であ

ります。これ、大きい違いが２点ござい

ます。

　今後の展望につきましてどうなのかと

いうことでございますが、今後の展望は、

先ほど言いましたように、この調査結果

を、要するにデジタルデータといたしま

して機械処理ということを大きい目標に
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上げております。コンピューターやデー

タ蓄積が可能となるような形で、数値情

報化などを行い、また先ほど言いました

衛星測量における、そういうふうな地図

ベースそのものにつきましても、本市全

体で使っていけるような、道路だけにか

かわらず、そういうふうな形での展開が

できればというふうに考えております。

　とりわけ１８年度の地区としましては、

先ほども言いましたように、座標の変換

として予定しておりますのは、正雀本町

２丁目の一部と、鶴野２、３、４丁目の

一部を、座標変換区域と考えております。

官民境界調査で進めていこうという並行

する作業につきましては、桜町１丁目、

２丁目を予定しております。

　続きまして、１０番の千里丘東２３号

線の安全対策についてということでござ

いますが、今回、こういうふうな工事を

行います部分では、基本となる部分は、

譲与を受けました里道を基本に考えてお

りまして、その幅が１メートル８２セン

チございます。この考え方につきまして

は、建築確認等での指導を受けます中心

後退バックというところを基本に考えて

おりまして、里道を基本にセンターから

２メートル４０センチ、２メートルの部

分につきましては道路敷で、４０センチ

の部分につきましては側溝、Ｌ型街渠を

予定しておりますけれども、そういうふ

うな幅での、将来向いが広がれば４メー

トル８０センチの道路になっていくであ

ろうということでの、とりわけ今現在が、

この幅で道路形態をなしております。も

う既に個人さんの土地は協力を得ており

ます、田んぼですけれども。そういうと

ころを、幅としては考えております。先

ほど委員おっしゃいましたように、幼稚

園の真横で信号までの間、非常に狭くご

ざいます。そこまでのすりつけ部分につ

きましての、ラインを引いて誘導を図っ

ていきたいということでの安全対策は考

えております。

　続きまして、１１番の、施工承認に伴

います最近の工事の事例ということでお

問いがありました。事実上、何もなしで

現場が工事されておったということでご

ざいますが、このことにつきまして、摂

津警察署からも報告を受けておりまして、

最近のことであれば非常に珍しい事例で

ありますと。警察官が現地に出向きまし

ても改善されなかったということをもっ

て、やむなく工事の中止命令を出したと

いうことで、その後、請負業者が警察に

出向きまして、顛末書を提出しまして、

施工の方法を改善されて終わられたとい

うことについて報告を受けております。

そのときの警察からのコメントですと、

通常は警察官が出向きますと、すぐに改

善されるのが通常であると。しかしなが

ら、現地の対応は、私らがこれしか言わ

れてないんだと、ガードマンを立てろと

かどうこういうのは私らの範囲じゃない

というようなことを言って、全然らちが

あかなかったことが事実あったというこ

とで、現地で、もう工事をやめなさいと

いうことで中止命令を出したということ

は聞いております。今後におきましては、

先ほど言いましたように、最終の権限は

警察にあるわけなんですけれども、指導

権限につきましては、しかしながら、委

員おっしゃったように、許可の条件につ

いてはうちの方に返ってくるわけでして、

最初の許可条件等をリンクしました図面

等につきましては、入手するようにしま

して、今後、道路パトロール等につきま

して、発見したときには、速やかに警察

と連携をとって、交通安全の対策をもと

に指導にあたりたいと、こう考えます。

○山本靖一委員長　土井課長。
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○土井まちづくり支援課長　１９番の、

都市景観事業について、お答えさせてい

ただきます。

　まず、大規模の届出と、その完了後の

確認についてでございますけれども、大

規模建築物の届出に対します指導の内容

としましては、周辺との調和を図ること

を目的としておりまして、具体的には敷

際での緑化、建物やフェンスの色彩、駐

輪場やごみ置き場などの配慮といったこ

とに対して、ご協力を願っているような

状況です。ご質問のように、完了届の手

続きはこれにはございませんけれども、

我々としましては、建築物が完了した段

階で、現地の方の確認をさせていただい

ております。その状況の中では、届け出

と完了が大きく食い違うというようなこ

とは、今まではございません。

　次に、景観形成の市民団体の認定制度

と景観形成協定制度、これらの活用状況

についてでございますけれども、これら

の制度は、いずれにつきましても、住民

による景観づくりを進めるための支援制

度でございます。これらにつきましては、

地域住民からの申請を基本としておりま

して、また認定後は市がこれら良好な景

観形成に対しまして、助成をするという

ような制度になっております。現在の市

の財政状況の中で、新たな助成制度を設

けることが非常に困難な状況にあります

ことから、現在、これらの制度の活用に

ついては行われてないという状況にあり

ます。

　それともう一つ、都市景観形成地区の

指定についてでございますけれども、こ

れにつきましては、市の顔となる景観や

地域を特徴づけます景観を持つ地域を、

景観形成地区として指定をし、重点的に

景観形成を図っていこうという制度でご

ざいます。それと、地区指定につきまし

ては、住民の合意を要するという形になっ

ております。具体的には、歴史的な景観

地区や良好な景観地域の指定が考えられ

ますけれども、地区指定につきましては、

やはり一定の広さと連続性というのが必

要であるというふうに考えておりまして、

摂津市域の中でどこがいいかということ

につきましては、まだ現在、場所を特定

できるところまで至っていない状況にあ

ります。また、地区指定につきましては、

指定するだけではなくて、指定して良好

な景観をつくっていこうと思いますと、

やはり行政が景観形成に対しまして、ハー

ド整備も含めて、何らかの先導的な役割

を果たしていく必要があると考えており

ます。これらの状況の中で、現在、地区

指定までには至っていないというのが、

今の現状です。

　これらの中で、今現在何ができるのか

ということで、できることとしまして、

現在、先ほどの大規模建築物の届出、こ

れによりまして、市民啓発と、市民の方

にそういう景観に配慮していただくとい

う取り組みをしております。また、それ

以外でも啓発としましては、市役所ロビー

を初めまして、各公民館で、年１回です

けれども、景観パネル展等を開きまして、

景観についての市民啓発を行っておりま

す。また、住民主体のまちづくりという

のを通して、また景観を知ってもらおう

という形で、景観ワークショップなども

あわせて行っているという状況にありま

す。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　先ほどの３番の

お問いに対しましての、開発行為のとこ

ろで、一部、お答えが抜けておりました

ので、追加させていただきます。

　検査を受けた後、緑化等の分について、

ほかの分に変えられているところはある
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んじゃないかと、そういう部分について、

どう考えておられるのかということだっ

たと思うんですけれども、確かに委員が

おっしゃるような状況も、幾らか見受け

られます。この４月から府条例で緑化基

準が変わりまして、共同住宅等につきま

しては、１０％以上の緑化を義務づける

ということで施行されることになってお

ります。本市でも開発協議基準で１０％

以上の緑化を求めるということになるん

ですけれども、この分については、そう

いう過去の守れないということを踏まえ

まして、今回の監督官庁である大阪府な

り公園等々、関係各課と、これからどう

あるべきかということを、一度、協議さ

せていただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、最後、３回目の

質問にいきます。要望になりますけれど

も、１番目の、非常に歯切れの悪いご答

弁だったと思うんですが、水路占用の５

年後の更新の状況はどうですかというお

問いだったんですけれども、１７年４月

１日以降、完璧にできてますということ

だったのが、ちゃんとしてまいりたいと

いうことでしたので、ちょっとわからな

かったんですけども。なかなか難しいと

思います。これはもういろんなケース、

僕も今まで知ってますけど、最初の申請

は、それはもう借りなあかんからやりま

す。更新のときの申請というのは、その

最終的には何か建物を建てるとか、何と

かかんとかという理由で、業者が申請を

やるわけですね。次は施主がやるんです

わ。そんなきちんと引き継ぎを受けてな

いとか、そんなんせなあかんかったんか

みたいな感じでされてないというか、非

常に多いんですよね。これはもうそうな

んです、全体的に。だから、その辺を、

やっぱりきちっとしていかなあかんとい

うことと、それから、やっぱりもう１点、

占用料の公平性の話を見解をもう一回言

うてくださいと言うたんを、答えがなかっ

たんですけど、今度５年後の更新ごとに

占用料をやっぱりかけていくのが、公平

だと思うんです。そうすべきだと思うん

ですけど。でないと、払わない人は、も

ういつまでも払わない。新しく占用を出

した人だけが払うと、こういうことになっ

てしまいますので、これはちょっと本当

に一度検討していただきたいという旨、

前回も要望しましたけども、検討してい

ただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　それから、更新もちゃんとするように、

やっぱり指導をしていただきたいと思い

ます。こんなんは本当に難しいと思いま

すよ。難しいけど、何とか努力してやっ

てください。これは要望しておきます。

　それから、２番目の、都市再生地籍調

査は、いろいろ新しい取り組みを聞かせ

ていただきまして、ああそうかと。そう

いえば、先ごろ、よく測量をやっている

なというふうに思っていました、道路と

か。そういうことをしていたのかという、

ぴんときましたけども。正雀本町、それ

から鶴野、桜町という、重点的に地域を

決めていらっしゃいますけど、これ例え

ば、今、近い将来的に市のまちづくりを

せなあかんという地域もありますね。例

えば、吹田操車場跡地周辺とか、ＪＲ千

里丘駅西口周辺とか、南千里丘周辺とか、

こんなとこを先にやったらええんじゃな

いですか、重点的に。そしたら、手間が

省けるというか、後でまた、その分はどっ

ちみちまた事業をやろうと思うときには、

測量費を出してやらなあかんねんから、

どっちみち先に国費を使ってやっとった

ら、そんならその分、楽じゃないかと思っ
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たりもするんですけど、そういう考え方

じゃあかんのか、これは答えは結構です。

一遍考えてください。

　それから、完了届についてですが、こ

れ何かもうひとつキツネにつままれたよ

うな、最後の答弁だったんですけど。摂

津市開発協議申請についている完了届の

状況はどうですかということは、問題な

いということでしたけど、いや、ちゃん

と出ているのか、出てへんのか、いやも

う１００％ぐらい出てますという答えが

本当は欲しかったんですけども、難しい

でしょう、なかなか現実は。難しいと思

うんですわ。それはもうどう考えても、

確認申請、検査済証は融資の問題とか、

ローンの問題とか、今、物すごいうるさ

いですからとらなあかん。ところが、こ

れ連動してなかったら、つい忘れたり、

また抜けたり、やっぱりすると思うんで

すね。だから、これ、きちっとこういう

制度で設けてはるねんから、１００％、

確認で７９％やから、それ以上というの

は難しいかもわかりません。でも、極力

これはきちっと市の姿勢として、検査を

受けなあかんもんについては、受けなあ

かんという姿勢を貫くべきだと思うんで

すね。大体、やっぱりこういう業界は、

そういううるさいところについてはきちっ

とやりはりますし、そうでないところは

対応がちょっと変わったりという、そう

いうこともありますから、これは姿勢と

して、そういうことをちゃんと貫いてほ

しいなと思います。

　それから、完了後のパトロール、これ

は例としては緑化のことは言ってないん

ですけども、よく道路の出入り口なんか、

例えば全面オープンになっているとか、

そういうコンビニなんかがありますよと

かいうことで、見た目でわかりますわ。

これは指導にのっとってないなというか、

後でやりよったなということがわかるわ

けですけども。そういう悪質なものにつ

いては、ちゃんと改善命令なりを出す、

これも姿勢だと思います、市としての姿

勢。もう何か検査が終わって、後、もう

どうやっても何も言わへんねんというこ

とだったら、何でもオーケーになってし

まいますから、やっぱり市の威厳という

か、きちっとやっぱりそういう、あかん

もんはあかんという、検査も出さなあか

んもんは、出さなあかんということを、

きちっとしていくことが大事だと思いま

す。その辺をしっかり要望させていただ

きたいと思いますので。

　それから、非常に確認申請を受けずに

増築とかするのが多いということは、こ

れはもうちょっと問題提起とさせておい

ていただきますので、また大阪府と協力

していただいて、改善方法についても、

また検討していただきたいと思います。

これは全国的に法律そのものについて問

題がありますけども、これは結構でござ

います。

　それから、４番目の分でございますが、

住民説明の件も、ちょっと同意というか、

地元合意との確認の関係について市とし

てどういう見解なのかという答弁はなかっ

たんですけど、今のままでもええんだと

いうことになるんかもわかりませんけれ

ども、やっぱりきちっと説明をしている

ということについての判断。それは、言

われるように、いろんな方がいらっしゃ

います。どうしても合意されないと。も

う、だれが見ても、これは合意してもお

かしくないのに合意してないと、そうい

う場合もあります。ありますけれども、

やっぱりきちっと業者が本当に説明に行っ

た、ちゃんとやったということが確認で

きるような方法というのは、やっぱり考

えていかなあかんなと思うんですね。そ
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れを市が状況をちゃんと把握した上で、

これでいいでしょうというふうにするの

であればいいですけど、やっぱり報告書

に記載されているとか、どの辺の見解で、

相手もそういう見解をちゃんと持ってい

るのかというのは、さっき例として言い

ましたけど、ポストにぱっと入れたら、

もうこれで説明しましたと。連絡先に書

いてあって、返事がなかったから了解を

もらいましたと。こういう感覚の業者、

そういうとこもあるしね。そういうとこ

ろもありますから、その辺のことについ

ては、慎重に取り扱えるような市の体制

をつくっていっていただきたいと思いま

すので、これも要望しておきます。

　それから、し尿処理の補償金ですけれ

ども、余り全然新しい答弁がなかったん

で、仕方ないですけど。これは鋭意努力

していただいて、本当に明確に、この辺

がすきっと明確に、予算執行上も明確に

できるような解決の方法を、解決してい

ただきますように、これは要望しておき

ます。

　それから１０番、千里丘東２３号線で

すけども、この件につきましても、三島

幼稚園のところまではやりますよという

ことでございますけれども、そこから向

こうは狭いわけでございまして、安全対

策も、できればちょっとしっかり考えて

いただいて、今回の工事とあわせて考え

ていただきますように、これも要望して

おきます。

　それから、１１番、道路占用の件でご

ざいますけれども、先ほどしっかりパト

ロールもやっていくということでござい

ましたので、これも先ほどの完了届と同

じでございますけれども、摂津市はもう

うるさいと、もう本当にちょっとやった

らパトロールに来るというぐらいの、やっ

ぱり市の姿勢というか、そういうものを

貫けるような体制を、警察と協力してい

ただいて、とっていただけますように、

これもよろしくお願いを申し上げます。

要望しておきます。

　それから、電波障害の調査のことにつ

いては、これはわかりました。結構でご

ざいます。

　それから、１４番、千里丘三島線の改

良工事について、これはわかりました。

しっかりと工事をやっていただきますよ

うに、これは要望しておきます。

　１６番、クリーンセンター管理事業に

ついてですが、先の見通しもおっしゃっ

ていただきました。これは、今後しっか

りと水洗化率の見通しもしっかりつけて

いただく中で、正雀処理場の件も考慮に

入れて、しっかり取り組みを進めていた

だけますように、よろしくお願い申し上

げます。要望しておきます。

　耐震窓口の件ですね。これは５番です

けれども、それほど多くないということ

でございましたけれども、できるだけ、

もし来られた場合でも、窓口でも丁寧な

対応をしていただく中で、簡単なことも

ありますでしょうし、お答えできるよう

なこともあるでしょうし、これは市民に

対して丁寧に対応していただくことを要

望しておきます。よろしくお願いいたし

ます。

　それから、都市景観事業、１９番でご

ざいますが、なかなか４年たっても進ま

ないというジレンマというか、なかなか

理想が高すぎるのか、これから頑張って

いくということなのか、いろいろあるで

しょうけど、これはしっかりね、期待は

しております。ただ、他市の事例を見て

も、なかなかあいまいというか、景観と

いう部分については、感覚的にあいまい

な部分もあって、お金も絡むし、そうい

うものを規制できるのかというふうなこ
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ともあって、非常にどこも難しい部分で

あると思うんですけども、しっかり取り

組んでいただきたいなと思います。

　それから、公営部分も、先ほど言いま

した、これから市として、何かまちづく

りをしていく部分には、特に自主的にそ

ういう考え方を持っていく。例えば、何

回も言いますけど、南千里丘とか、今度

の吹田操車場跡地とか、こういうところ

については景観の考え方をしっかり入れ

てモデル地域としようとか、そういう絡

みをして、市として、やっぱり景観上す

ぐれた地域を残していくということが、

周りもそういう触発をしていくというこ

とにつながってくると思いますので、こ

れはちょっと長いスパンになるかもしれ

ません、そういう観点でしっかり取り組

んでください。よろしくお願いします。

　それから、新幹線の観覧のスペースに

ついて。これも非常に道のりは遠いかも

わかりません。でも、大事な夢として育

てていっていただきたいなと思いますの

で、実現に向けて努力していただくこと

を要望させていただきまして、質問を終

わります。

　ありがとうございました。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午後２時５７分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　質疑のある方。

　原田委員。

○原田委員　それでは、質問をいたしま

す。

　まず最初に、市道千里丘３１号線、こ

れの維持管理についてお尋ねをいたしま

す。

　ここには古くから松並木がありまして、

非常に景観上いいわけでございまして、

この管理が非常に気になるところでござ

いますので、考えをお聞きをいたしたい

と思います。

　２番目に、市内の路線バスの利用者に

対するサービスとして、バス停にベンチ

や、あるいは日よけをつけてほしいとい

う要望もたくさんあるわけでございます

が、これに対する取り組みはどのように

されているのか、お尋ねをいたします。

　それから、３番目に、淀川の河川公園

の利用者に対する地元の要望はたくさん

出ておると思いますが、これに対しての

取り組み等についてお尋ねをいたします。

　４番目に、さきも出ておりましたが、

道路占用料、これは１８年度予算で９，

２６０万円とありまして、ほとんど１６

年度の決算の数字とほとんど変わってお

りません。先日の本会議で、議案第１８

号、市道路線認定をいたしました。これ

が１９路線ございまして、この認定もこ

の１８年からいけるわけでございまして、

そういうところで、少し占用料が上がっ

てもいいんじゃないかというような感じ

を受けるわけですが、これについての担

当課のご見解を賜りたいと思います。

　続きまして、交通安全の対策として、

啓発看板を立てていただいております。

これについて、前に一般質問でどなたか

議員が述べられておりましたけれども、

非常に老朽化をした、あるいは赤さびて

用を足さないような看板もございます。

これは撤去していただいて、必要ならば

再度つけるということでございますが、

平成１８年はどのような取り組みをされ

るのか、お問いをいたしたいと思います。

　次に、路面標示の設置工事。先ほども

ご質問が出ておりました。２８７万５，

０００円の予算が計上されております。

市民の要望に十分こたえられるかどうか、

非常に危惧というんですか、心配をいた

しております。先ほどのご答弁では、新
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しく出てくるところ、また既存で消えて

いっているところもしなきゃいけないと

いうことで、大変だというようなご説明

がありましたけれども、２８７万でどれ

ぐらいできるのか、お尋ねをいたします。

　続きまして、土木維持作業業務委託料

として３，８００万円が出ております。

これについては、所管が下水道管理課が

管理をされておられます。発注方法、あ

るいは１年間の業務執行をどのようにさ

れるのか、お尋ねをいたします。

　続きまして、まちづくりでございます

が、現在、摂津市では市街化調整区域が

ございます。既に一部、資材置き場、あ

るいはリサイクルセンター、そして大き

な墓地公園ができております。そして、

一部、農地の転用をされて資材置き場、

あるいは自動車駐車場等がされているわ

けでございますが、早い時期にこの調整

地域の問題を解決しておかなけばならな

いというふうに感じておるわけでござい

ますが、市としての考え等をお聞きをい

たしたいと思います。

　次に、都市計画道路の見直しでござい

ます。これは一般質問でもいたしました

ように、市内には昭和３７年から計画決

定をされました道路があるわけでござい

ますが、いまだ未着工でもあり、また計

画幅員の見直し等があるわけでございま

すが、平成１８年はどのように事務執行

されようとしておられるのか、お尋ねい

たします。

　続きまして、都市計画審議会委員報酬

として、１６万６，０００円が出されて

おりますが、これの審議会のあり方につ

いてお尋ねいたします。

　それから、自動車駐車場の使用料とし

て４，７９４万５，０００円。自転車駐

車場の使用料として１億４，１８２万円

が計上されております。利用者に対して

の使用料でございますから、当然これぐ

らいの費用が入ってくると思うんですが、

それに伴って駐車場の管理委託料として

１億２，２３３万３，０００円の執行が

あります。これについて費用対効果を含

めて、非常に収入の割に支出が大きいな

というふうに感じるわけですが、この辺

のお考え等をお聞かせをいただきたいと

思います。

　続きまして、市営住宅の使用料でござ

います。これにつきまして、７，４３９

万７，０００円が使用料として見込まれ

ておりますが、さきの１６年度の決算の

委員会で私の方から、収入未済額はどれ

ほどあるんだというご質問をいたしまし

たところ、５３６万４，３００円が未収

であると、こういうことでありまして、

１７年度、鋭意その徴収に当たりたいと

いうお考えを示していただきまして、そ

の後、頑張っていただいていると思うん

ですけれども、どうなっているのか。こ

の予算にどのようになっているのかお尋

ねいたします。

　それから、昨日の、あるいは一昨日の

本会議において、市営住宅の建て替えを

方針として出されまして、それに対して

代表質問を行ったところでございますが、

建て替えに伴って、地元の入居者の意向

調査を含めてあるわけでございますが、

現在、空き家になっているところがたく

さんあると思っております。これの状況

と、そして住宅困窮者がたくさんおられ

まして、いわゆる入居募集をいたしまし

ても、非常に倍率が高い、応募が多いと

いうことで、入れない方がたくさんおら

れます。そういう意味で、この機会を通

じて、できるだけ入居していただけるよ

うな条件を、やっぱりつくるべきではな

いかなという考えを持っておるわけでご

ざいますが、一般公募を含めて、あと計
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画では基本調査を今年やるということで

ありますが、８４戸ということでありま

して、６階建てを建てるということであ

ります。これはもう少し努力をしてふや

しておけば、そういう住宅困窮者に対す

る受け皿としてできるんじゃないかとい

うふうに考えるんですけれども、そのお

考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

　それから、最後でございますが、公園

の管理についてお尋ねをいたしたいと思

います。３８ある都市公園の管理がされ

るわけでございますが、先ほどもご質問

にちょっと出ておりましたように、事務

執行をやられるわけですから、どういう

ような形でやられるのか、お尋ねをいた

したいと思います。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、市

道千里丘３１号線の松並木の維持管理に

ついてというお問いでございます。

　現在、松の木におきましては２５本存

在しております。これにつきましては、

吹田市行政区域界までの部分が千里丘８

号線ということで、須佐之男命神社の横

の道路とつながっておる路線でございま

して、神社の参道という位置づけから、

参道並木ということで、市道路のアスファ

ルトの舗装であるとか、周辺の土地利用

に伴いまして、生育の環境は大きく変化

をしておるところでございます。その生

育環境は厳しいものでありますが、沿道

住民などの理解と協力を得ながら、街路

樹として地域の皆さんに親しまれており

まして、適時、枝払いなどを行っておる

のが現状でございます。

　続きまして、道路占用料の９，２６０

万円、さきの議会で新規認定があったに

もかかわらず、ベースが変わってないと。

もう少し上がるのではないかというご指

摘でございますが、このことにつきまし

て、過去の事例だけを申し上げます。平

成１６年度の予算ベースで申し上げます

と、予算９，２６８万円に対しまして、

決算ベースで９，２５２万８，０６０円

ということでございます。１７年度、ま

だ決算は終わってませんけれども、今の

現在の見込みでございます。予算でいき

ますと９，２５４万７，０００円計上し

ておりましたが、現時点でのベースでは

９，２６７万３，０００円という形でご

ざいまして、過去におきましても、新規

でふえる部分と、個人での占用を廃止さ

れるというベースがございまして、やは

り予算ベースで多少前後するということ

がございます。によりまして、今回の１

８年度予算におきましても、今までどお

りのケースで新規認定路線だけが追加さ

れますと、ふえるやもしれませんけれど

も、ふえるベースとして予測されますの

は十四、五万というふうな予測は立てて

おります。しかしながら、減額もあり得

るということから、前年度ベースでの予

算として計上させていただきました。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　３点目の、淀

川河川工事の地元要望についての、今現

在の考え方につきましては、まず淀川河

川公園スポーツ施設の建設経過について、

以前、グラウンドゴルフの早期着手とい

うことで、ご要望をいただいております。

この件につきましては、国土交通省では

河川整備計画の策定に当たっては、平成

１３年２月、淀川水系流域検討委員会を

設置されて、学識経験者の意見を反映す

る手続きを導入されたところであります。

その委員会でもって計画を策定する国土

交通省に対して意見を提示することを目

的に、河川整備の内容について検討され、

現在は整備計画の原案ができております。
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　その中で、今現在行っておりますのは、

淀川河川公園の基本計画改定委員会、こ

れが平成４年度から現在まで、続いて行っ

ております。その中で、今、委員の中に

は、私どもの森山市長も入っておられま

すけれど、その中で、今後、淀川の河川

公園については、どのような形で整備し

ていくべきかということについて、今現

在、議論されておられます。その内容が

まとまりまして、それから初めて実際に

グラウンドゴルフとか、そういう河川整

備を行っていくかについて検討されるわ

けでございますけれど、それまでの間は、

かなり時間的にはまだかかってまいるん

じゃないかなと、私ども、その場の委員

会に出席した中での感想でございます。

だから、ここ一、二年でできるような形

ではないんではないかと思っております。

　それと、もう一つは、淀川については、

川でなければできないもの、川に生かさ

れた利用という形の観点が一番大きい内

容でありまして、できるだけグラウンド

等につきましては、要するに堤内地です

ね、そちらの方で整備していくのが妥当

じゃないかという考え方もまとまってお

ります。

　もう１点、市内の３８公園の管理はど

のような形で行っているかということに

つきまして、説明を申し上げます。

　まず、基本的な考え方でございますが、

都市公園管理作業委託ということで、一

応これはすべて業者委託で現在行ってお

りまして、特に剪定作業、これにつきま

しては今現在、単価契約でもって、市内

４業者でもって、市内の分を一応剪定、

それから除草関係、梅林管理作業関係、

潅水作業関係、それから、それについて

全部一応管理をいたしております。それ

から、あと、公園の清掃におきましては、

一応シルバー人材センターの方に委託し

まして、清掃、除草業務を行っておりま

す。ごみの収集につきましては、木本興

産の方に委託しまして、都市公園、ちびっ

こ広場、バス停、市道路、公園等のごみ

の定期収集並びに市公園等の不法投棄の

処理も行っております。そういうような

形で、今のところはすべて業者への委託

ということで行っておりますので、よろ

しくお願いします。

　それと、あと、パトロール業務につき

ましては、これは公園におけるいろんな、

要するに危険行為とか、いろんな不法行

為については、私どものパトロールの方

で、それぞれ見つけ次第注意しながら回っ

ておりますし、それぞれ何か公園でいろ

んな損傷とか起こりました場合について

は、早急に対応してまいっております。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　そうしました

ら、７番目の土木維持作業業務委託料の

ことに関しまして、ご説明を申し上げま

す。

　所管ということでございますが、土木

維持作業の分につきましては、下水道管

理課で所管しておりまして、平成１０年

からこの作業を行っておるという状況が

ございます。発注方法でございますけれ

ども、委託班としまして、ダンプ１台、

作業員３名。運転手込みです。もう１班

は、ダンプと作業員２名。これもやはり

運転手込みの条件の形の中で、それぞれ

単価契約をさせていただくと。その単価

契約させていただいた形の中で、市民の

方からご要望、これに関しましては、道

路の施設あるいは公園の施設、あるいは

下水が担当しております水路ですとか、

簡単な排水管と、ここらの維持管理を行っ

ております。また、各地区で行われます

美化会等、ここらの土砂等が発生します

と、そこらの回収もさせていただいてい
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るという状況でございます。そういうふ

うな作業にいろいろ取り組んでおるわけ

ですが、平成１６年度の実績では６４１

件を対象に作業をさせていただいていま

す。また、平成１７年１１月末現在です

が、４５８件の作業業務をこなしている

というような状況でございます。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　市内循環バスに関

連いたしますバス停のベンチ、日よけの

設置ということの取り組みでございます

けれども、これは市内の路線バスのバス

停におきましては、歩道の幅員の関係も

ございまして、かなり狭いところであっ

てもベンチが置かれているところとか、

日よけがあるという箇所もございます。

それの取り組みということでございます

けれども、これはやはり道路管理者の考

え方もございますけれども、そのベンチ

の設置、あるいは日よけについては、バ

ス事業者に過去にも要望も行っておりま

す。ただ、歩道のベンチを設置して、な

おかつ歩道として２メートル以上のそう

いう幅員があれば設置可能かなというふ

うには判断しておりますので、そういう

箇所につきましては、バスの事業者に申

し入れができるんではないかなというふ

うに考えております。

　それから、交通安全対策の啓発看板と

いうことでございます。これも市内、か

なり啓発看板の設置の要望が年間ござい

ます。今現在おっしゃっている分につき

ましては、平成の３年、４年当時から設

置いたしておるような木枠のような形の

看板が老朽化しているのが多々見受けら

れるということでございまして、市民の

方の通報、あるいは委員からの通報によっ

て、撤去、あるいはその撤去することに

よって、必要がなければそのままの状態

で置きますけれども、新たに取りかえる

というふうな形をとっております。それ

で、１８年度の取り組みということでご

ざいますけれども、これは本来、月１回

ではございますけれども、警察の規制の

かかる標識、あるいはその私どもが設置

しております看板の点検ということでパ

トロールを行いながら、発見したときに

は、新しく設置するか、あるいは撤去す

るかというふうな形をとっております。

いずれにしましても、細かいところまで

は目が行き届かないところもございます

ので、やはり市民の方の通報も当然必要

かなというふうに思っておりますので、

１８年度におきましても、そういうふう

な体制で取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

　それから、路面標示設置工事の２８７

万５，０００円でどれだけできるのかと

いうお問いでございますけれども、１７

年度中でございますけれども、新設の要

望もございます。１つの箇所として見て

いきますと、１７年度中で、今現在行っ

ております新設の箇所では２８か所。そ

れから、復旧の箇所でいきますと９１か

所ということで、そういう箇所でいきま

すと、その件数でございます。その中に

は、やはり交差点マークとか、文字の飛

び出し注意とか、いろんなそういう内容

も含まれておりますけれども、箇所でい

きますとそれぐらいが大体平均させてい

ただいておりますが、ただ、その年々に

よりますと、新設の要望も多くある年も

あれば、復旧が多くなるケースもござい

ます。

　それから、自転車、自動車駐車場の収

入と、それにかかります管理の委託料の

予算の兼ね合いということでございます

けれども、これは本市におきましては、

千里丘第１自転車・自動車駐車場、それ

から千里丘第２自転車駐車場、それから
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フォルテ摂津の自動車と自転車の駐車場

と、それからモノレールの摂津駅と南摂

津駅の自転車駐車場と自動車駐車場がご

ざいます。１８年度予算の中で見てまい

りますと、使用料の収入といいますと、

１億８，９７６万５，０００円。今、お

答えがございました管理委託料につきま

しては、１億２，２３３万３，０００円

と計上をしておりますが、単純にこれを

差し引きますと、６，７００万円の増と

いう形にはなっておりますけれども、や

はりそれ以外にいろいろそういう経費も

ございます。やはり、そういう費用対効

果を見るとなれば、やはり利用者の率を

上げていくというふうな考え方になろう

かなというふうに思っております。

○山本靖一委員長　長野課長。

○長野建築住宅課長　１２点目の、３４

ページの市営住宅の使用料についてのお

問いでございます。平成１６年度の決算

の委員会におきまして、私どもがご報告

いたしました７件の５３６万４，３００

円とご報告したわけでございますが、現

在は５件の滞納が４６０万７，６００円

となっております。収納していただいた

のが７５万６，７００円、１４．１％収

納していただいております。なお、今月

も督促を出しまして、臨戸訪問し、今月

いっぱい努力をしたいと思います。

　それから、空き家の状況でございます

けれども、確かに鳥飼野々団地、鯵生野

団地、それぞれ合わせまして８４戸ござ

います。４０戸と４４戸ということです。

そのうちに鳥飼野々団地におきましては、

木造の方で２０戸のうち４戸、鳥飼野々

団地の準耐火２階建ての方ですけども、

それが２０戸のうち６戸。鯵生野第１団

地におきましては２０戸のうち１戸、鯵

生野第２団地は、現在２月末では空き家

はございませんけども、１戸、３月末で

の退去届が出ております。したがいまし

て、３月末では１２戸の政策空き家がで

きると考えております。

　今後、市民プール跡地での計画でござ

いますけれども、資金面とか財政面とか

いろいろ種々検討する中で、従前戸数の

８４戸はもう最低確保したいと考えてお

ります。ただ、今後の計画の中で、敷地

の条件とかもろもろ諸条件を検討する中

で、計画を進めていきたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いします。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、質問

の８番目でございますけれども、市街化

調整区域につきまして、もう既に現在、

資材置き場、委員おっしゃるように墓地、

本市のリサイクルプラザが建設されてお

ります。その中で、ご質問はまちづくり

の観点から調整区域等の線引きの変更を

してはどうかというお問いだというふう

に思うんですけども、本市の総合計画の

中におきまして、土地利用構想で、その

調整区域につきましては、安らぎと潤い

の場ということを定義づけられておりま

す。そうした中で、この総合計画におき

ましては、目標が２２年までということ

でございますので、当面の線引きの変更

は、私どもは困難だというふうに考えて

おるところでございます。

　続きまして、質問番号９番目の、都市

計画道路の見直しでございますけれども、

大阪府におかれましては、順次、都市計

画道路の見直しを進めてこられておりま

す。私どもが該当します北部大阪につき

ましては、平成１７年度、今年度見直し

のいろいろ評価をされておられます。委

員もおっしゃっておられますように、今

回の見直しにつきましては、都市計画決

定が旧の都市計画法、これは昭和４４年

以前でございますけれども、それにおい
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て計画決定されたもので、現在まで未整

備のものについて、存続または廃止する

かの見直しでございます。ということで、

幅員の変更や線型の変更なりにつきまし

ては、今回の見直しの対象外であったと

いうところでございます。

　それで、見直しの考え方でございます

けれども、まず、存続、廃止かにつきま

しては、その代替的な機能を持つ道路が

存在するかどうかというのが１つの基準

になってまいります。代替機能と申しま

すのは、通常２車線の場合はおおむね１

０メートルの幅員があれば、代替道路と

なるであろうという考え方を大阪府はさ

れておられます。そうした中で、私ども、

当市におきましても、大阪府の評価によ

りますと、３路線、４区間の廃止という

評価が大阪府の方から提示してまいりま

した。ただ、そうした中で、本市で調査、

いろいろ検討、またいろいろ協議もさせ

ていただいた中で、その４区間につきま

しては、それぞれ歩行者、また車両の通

行も多うございますから、ある一定以上

の歩道の幅員が必要だと。歩行者、また

自転車利用者の安全対策のために必要だ

ということで、一応すべてが存続、残す

という方向で、１７年の１１月に大阪府

において決定されたものでございます。

　続きまして、１０番目の、都市計画審

議会のあり方でございます。この都市計

画審議会というものは委員もご存じだと

思いますけれども、都市計画法の第７７

条第２項によって設置をしておるもので

ございます。ただ、最近につきましては、

以前は摂津都市計画ということで、都市

計画審議会に諮り、いろいろ意見も言う

て答申もいただいたわけでございますけ

れども、現在では、北摂地域７市３町で

すけども、それで北部大阪都市計画とい

う位置づけになってございます。ただ、

そういう都市計画区域の広域化はされま

したけれども、都市計画審議会のあり方

については、当該、行政市町村で審査会

を開くという扱いになっておりますので、

今後、広域的な都市計画に対してどうし

ていくんだという、ちょっと研究事項は

残っておりますけれども、当面は従前ど

おりの都市計画審議会を開催をお願いし

て、審議を賜りたいと、こういうふうに

考えているところでございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　まず、市道千里丘３１号線

の松並木の保存についてでありますが、

高槻市の八丁松原というすばらしい松並

木の市道があります。先日、見てまいり

ましたら、冬場は木を大事にするために、

こもを巻いて、害虫を駆除するようにし

て、あるいは消毒も入れて、きちっと管

理をされているというふうに思います。

私ども、山がないこの摂津市において、

唯一残っておる松並木を、ぜひとも保存

というのですか、大事にしていただいて、

地域に愛される道として、管理をしてい

ただきたいなというように思います。こ

れはご答弁は結構ですけれども、そうい

うことを取り組んでいただきたいという

ふうに思います。

　バス停の日よけでございますが、今、

ここ数年かかって千里丘三島線の改良工

事をやっていただいております。いわゆ

る摂津警察署前のところもやっていただ

きまして、バス停もつくっていただきま

して、幅員も十分あるこの歩道もバス停

があるわけですが、先日、お年寄りが安

全柵にもたれてバスを待っておられて、

定時には来てないと思うんですけれども、

しんどそうにされておられたということ

を見まして、これはやっぱりいち早く、

どんなことがあっても、ここには設置を

せないかんなという感じがいたしました。
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そういう意味で、バス会社に要望してい

くということでありますけれども、あそ

こにつきましては、まず一番に、ひとつ

やっていただけんだろうかなというふう

に思っております。そのほか、管理等、

いろいろ言いたいこともあるんですけれ

ども、所管の方にまた申し上げますが、

そういうことで交通弱者と言われる方々

に、十分配慮できるような取り組みをし

ていただきたいということ、これも要望

しておきます。

　淀川河川公園の地元要望でございます

が、先般からずっと淀川河川公園に行く

ために、住宅の方から上られるわけでご

ざいますが、階段に手すりがついている

階段もたくさん出てまいりました。私ど

も、既に要望をしていただいておるとい

うふうに聞いておったんですが、設置を

されないということで無視をされたと思っ

ております。そういう意味で、担当とし

て、やはり国土交通省と十分連絡を密に

していただいて、多分やられていると思

うんですけれども、１７年度から１８年

度にかけて、目に余ると言うたら悪いで

すけれども、こちらの方は早く設置をし

ていただかないかんのに、できてないと

いうようなことがありますので、ぜひと

もひとつ、地元要望にこたえられるよう

にしていただきたいと思います。なお、

河川敷側の方につきましては、いろいろ

あるようでございますけれども、やはり

左岸側は地元要望がたくさん入っている

ようでございます。寝屋川市、そして守

口市がかなり地元要望を入れてやられて

いると聞いておりますので、摂津市も唯

一残された公園でございますので、河川

公園を最大限利用できるように取り組み

をしていただきたいと思います。

　道路占用料でございますが、先ほど来、

もう質問が出ておりますので、要望いた

したいと思いますが、昨日の森内議員の

代表質問において、山脇部長は、この占

用料の３倍ぐらいが道路の維持管理に必

要、欲しいということをご答弁されまし

た。非常に部長、思い切った考えを持っ

ておられるなというふうに、敬意を表す

るわけですけれども、本来、ここに総務

部長なり、あるいは助役に出てきていた

だいて、お考えをお聞きをしようと思う

んですけれども、いずれにしても、この

道路占用料というのは、あくまで道路特

定財源という我々も位置づけもいたして

おりますし、この間、要望もしてきたわ

けでございます。参事の方からのご答弁

では、十四、五万上がるだろうというこ

とで、伸びるだろうということでありま

すけれども、その財源は、ひとつ道路の

維持管理の方にされるように、そしても

う少し道路財源の確保に奮闘していただ

きたいということをお願いしておきたい

と思います。

　交通安全対策の啓発看板でございます

が、見苦しい看板については早急に撤去

していただいて、市民が、本当にここは

危険だな、気をつけなければならないな

というように感じていただけるように、

看板設置をひとつお願いしておきたいと

思います。

　路面標示でございますが、新規が２８

か所、９１か所の復旧であります。到底、

この２８７万５，０００円では足らんと

思います。私ども、昨年から要望いたし

まして、待ってくれということで、１８

年度は何とかしていただけるなと思うん

ですけれども、この数字を聞かせていた

だいたら、また先送りというふうな感じ

になりかねません。そういう意味で、特

に路側帯ということで、道路は幅員が広

いために、街灯、防犯灯が非常に役目を

果たさないというところについては、唯
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一路側帯のこの白線が頼りというのがあ

るわけです。そういう面で、ひとつ補正

予算を組んで欲しいんですが、こんなこ

とはもうされませんけれども、ひとつ有

効的な活用をしていただけたらなと思っ

ております。これも要望しておきたいと

思います。

　道路維持作業業務委託料でございます

が、年２回に分けられて、上半期、下半

期ということで、３，８００万円割る２

ということで、１，９００万円ずつぐら

い請負契約を結ばれるわけでございます

が、１６年度実績で６４１件、平均いた

しますと、１件当たり約５万９，０００

円ということになります。ダンプ１台と

３人と、１台と２名ということになりま

す。単価契約を行っておるということで

ありますが、事務報告書を見ますと、上

半期は確かに忙しい、草もよう伸びる。

そして、いろいろとたくさん仕事が業務

があります。雨期も多いということであ

る。下半期、寒期の部分ですね。いわゆ

る秋以降、冬にかけては、非常に仕事が

少ないというように思います。そうでしょ

うね。木も剪定して切ってしまえば、も

う冬場は伸びてこない。こういうことで

あります。とにかくこれ、発注方法を見

直しをしなきゃならないというふうに感

じるわけです。１６年度決算で３，７１

７万円でありますが、出来高払いのよう

な報告をされておりますが、発注方法に

ついて、やはり検討をしなきゃならんと

いうふうに感じるわけですけれども、も

う一度、ご答弁をいただきたいと思いま

す。

　なお、所管について、下水道管理課で

ございますが、これはあくまでも道路を

含めた維持管理だというふうに感じてお

ります。そういう意味で、やはり道路課

が所管するべきだというふうに私は思い

ます。道路のお願いに行きますと、うち、

違いまんねんということでは、何のため

の作業業務委託料かというふうに感じた

わけでございます。これについては、ちょっ

と所管課では答えにくいと思いますので、

山脇部長にひとつご答弁をお願いします。

　調整区域の問題でございますが、一昨

日の代表質問で、いわゆる総合計画の見

直し、改定について質問をいたしました。

１８年準備段階、１９年からその作業に

かかっていこうというご答弁がございま

した。当面は困難であるということであ

りますが、現実にそういう状況が起こっ

てきてるんでね、これはやはり行政とし

て早く気がついて、あるいはやっていか

なきゃならないということを、やはり見

解を出していかんと、何や難しいおまっ

せ、総合計画にあるからということでは

あかんので、１８年度からその準備をし

て、１９年度から２年余りかけて、次の

この計画をやろうという動きでございま

すので、遅れないように。遅れることに

よって、その地域のまちづくりが遅れる

ということでございますので、ひとつ担

当の方で最大限頑張っていただきたいと

思います。

　都市計画道路の見直しでございますが、

３路線、４区間。また、細かく担当に聞

きたいと思いますが、例えば千里丘寝屋

川線、そういうところで早くから立ち退

きをされて営業されている方も、非常に

苦情を言われているらしいです、聞いて

いるのは。そういう意味で、大阪府ある

いは摂津市がやらなきゃならない計画道

路についても、府と十分協議をしていた

だいて、やっていただきたいということ、

これを要望しておきたいと思います。

　それから、都計審は、予算概要の中に、

生産緑地地区の変更などの審議会だと、

審議の状況だというふうに書いています。
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これは報酬が出ているわけですが、実際

に、やはりもう少し摂津市のまちづくり

という観点から、都計審のあり方という

のは、やっていただきたいなというふう

に思うわけでございます。もう一遍、ち

よっと見解があれば。

　自動車の駐車場の問題でございますが、

いわゆる収入と支出、委託料の関係で、

６，７００万円ほど利益があるというこ

とでございます。これにつきましては、

いわゆる自転車置き場、あるいは自動車

駐車場設置に対して、随分と費用をかけ

ておりますので、これに充てなければな

らないというふうに思うわけでございま

すが、考えるところ、少し費用がかかり

過ぎているなというふうに思うわけでご

ざいますが、いかがでしょうか。こんな

もんやということであればいいんですが。

私は、もう茨木市も、この間見ましたら、

既に料金の自動機の導入をされておられ

ました。そして、係の方がおられないと。

しかし、利用者が使用料を払って利用さ

れているという状況を見ましたので、本

市もそういう取り組みをやらなきゃなら

ないんじゃないかなと感じるわけですが、

増収、いわゆる使用料の徴収と、そして

支出の管理委託料との差をどのようにし

ていくかということを、お考えがあれば

聞かせていただきたいと思います。

　それから、市営住宅のあれでございま

すが、この７，４３９万円には、４６０

万円余りの未済額は載っておらないとい

うお考えなんですね。ぜひ、ひとつ頑張っ

ていただいて、ご協力をしていただくよ

うにお願いしておきたいと思います。な

お、建て替え等につきまして、空き家１

１戸を踏まえた募集ということになるわ

けですが、８４戸の計画を、ぜひひとつ

１００戸あたりでも、６階建てというこ

とで、いわゆる日照権の問題等があるん

だろうと思うんですけれども、この際で

ございますので、もうあと次に建てると

いうことは非常に難しいという状況でご

ざいますので、公営住宅の趣旨に沿って、

住宅困窮者に喜んでいただけるような施

策の１つとして、もうひと努力できんだ

ろうかということを、ひとつ基本構想が

策定されるまでにお考えをまとめていた

だければなというふうに思います。これ

は要望しておきたいと思います。

　公園の委託でございますが、１５年度

は一括発注をされまして、２，８８５万

６，０００円の執行がありました。１６

年は４社に発注をされまして、３，２６

７万４，３８９円、これはふえておるわ

けでございます。この間、都市公園がふ

えたのかなと感じたんですが、都市公園

もふえてないし、費用が高くかかってき

ているということであります。それぞれ、

これは出来高払いだと思うんですけれど

も、高木、中木、下枝、低木ということ

での、あるいはその他の梅とかハナショ

ウブとかヤエノキの管理とか、いろいろ

あるわけでございますが、この発注方法

について、少し問題があるんじゃないか

と感じています。例えば市内全域に３８

か所ある都市公園があるわけでございま

すから、そういう意味で、どれとどれと

を組み合わせをして、あるいはどういう

形で発注することが、いわゆる単価の低

下につながるということを、やはり見出

さなければならないと思います。予算が

あるからこういう支出をしようというこ

とではなくして、いかにして効率よい予

算執行をやっていくかということが求め

られていると思うのでありますが、いか

がでしょうか。

　そして、発注時期が１６年度では５月

３１日から３月３１日までの請負契約に

なっておりまして、市から高木を何本切
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れ、この木は切らなくてもいい、そうい

う仕様書をお渡しをされていると思うん

ですけれども、これとの関わりで、非常

にアンバランスが見受けられます。そう

いったところについて、ご見解をいただ

きたいと思います。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　ご質問の、都市

計画審議会のあり方ということでござい

ます。確かに平成１８年度の予算概要に

記載させていただいておりますのが、生

産緑地地区の変更に係る都市計画審議会

ほかという記載をさせていただいており

ます。この記載内容につきましては、生

産緑地地区の行為の制限、これにつきま

しては毎年、ほぼ１年を集約した中で、

毎年審査会に上げさせていただいて、都

市計画の変更をさせていただいたもので

ございます。その他、大阪府決定であり

ますとか、市決定分、いろいろ建築基準

法その他の法規関係の変更に伴います案

件も過去にもやってきております。最近

で言いましたら高度利用地区の変更とか。

そういうので１７年度では２回の開催を

させていただきました。そのうち１回を

生産緑地地区のやつでさせていただいた

経緯でございます。ただ、新年度の予算

組みに当たりましては、大阪府の決定も

ございますので、どういう案件があるか

わかりませんので、確実な生産緑地地区

ということで予算概要に示させていただ

いたというものでございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園の管理作

業の中で、特に剪定とかそういうのがあ

るんでございますけれど、確かに１５年

度までは、一応１つの業者でもって発注

させてもらいました。その場合において

は、もうはっきり言うたら、１回発注し

てしまいますと、あとについては、差額

については全部、それは使えないという

状態の中で今動いております。ところが、

今回、単価契約におきましては、一応予

算を持っております。その予算の範囲内

までは使わせていただけるというのが、

まず１つメリットがございます。

　それと、もう１点は、市内４業者にそ

れぞれ発注しておりますので、それぞれ

発注することにおいては、できるだけ均

等な形で発注できるという点もあります。

　それと、もう１点は、地元から特に要

望の多い箇所について重点的に剪定に入

れるという形です。それと、定例的にす

べて、例えば除草作業なんかにつきまし

ては、もうほとんど毎年やらなければい

けない箇所は全部決まっております。そ

れについては、別になるんですけれども、

特に大きな公園なんかでいきますと、やっ

ぱりかなり樹木がふくそうしているとこ

ろがあります。それについては、去年と

今年につきましては、やっぱりかなり剪

定をした中で、要するに、すきっとした

形の公園となるような形で整備しており

ます。特に庄屋公園なんかにおきまして

は、やっぱりかなり皆さん方、全体の地

域からの要望があって、要するにそんな

形で剪定していって、特にそこに重点的

に力を入れていってという形がございま

すので、年間を通じた中で、すべて平等

な形になるような形で発注をしていって

いるのが、今、現状でございます。

　だから、当初のこういう形の単価契約

でなければ、もう１回発注すれば、それ

でもう一切金額の変更はできませんとい

うことです。それがいっぱいまで使える

というのが今回のメリットで、できるだ

け皆さん方の要望のある箇所については

やっていきたいというような形で、整備

をしていったわけでございます。

○山本靖一委員長　水田課長。
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○水田交通対策課長　駐車場の関係でご

ざいます。収入と支出の差の、使用料の

差をどう考えているのかということと、

それから自動化の取り組みということで

ございますけれども、まず、自動車駐車

場、自転車駐車場の管理におきましては、

１７年度では人件費が主なものでござい

ます。このたびの１８年度の予算では、

指定管理者の制度の導入によりまして、

各駐車場の予算には、そういう維持管理

の経費も組み込まれているのが、この管

理委託料でございます。

　その駐車場の管理の体制は、今現在、

各施設におきましては、有人管理のとこ

ろにおきましては３人の２交代とか、そ

ういうふうな形で体制をとっておりまし

て、これは今現在、最小の人員で対応し

ているというところでございます。

　使用料の差ということになりますと、

やはり今、有人で物を考えますれば、や

はりそういう維持管理は当然必要でござ

いますけれども、人員をもう少し見直さ

なければ、その辺が出てくるかなという

ことでございまして、今おっしゃってお

ります自動化ということにつながってく

るかなと思いますけれども、自動化とい

う、機械化というふうに私どもは解釈し

ておりますけれども、これも自動化にお

きましては、市内の駐車場においては、

できる施設とできない施設があるんじゃ

ないかなと判断しております。例えば、

フォルテ摂津の地下の自転車・自動車駐

車場におきましては、フォルテの住区、

住宅が上に入っているということから、

一時期２４時間対応、当然、自動化であ

りますので、当然、２４時間というよう

な対応も視野に入っているのではないか

と解釈しておりますけれども、そうなり

ますと、その辺の縁切りといいますか、

２４時間あるいは機械化になる場合は、

当然、２４時間で考えますと、そういう

いろんな防犯的な問題も出てまいります。

　南摂津の駐車場におきましては、そう

いう自動化も可能かなというふうな判断

はいたしておりますけれども、そういう

ことで、自動化におきましては、やはり

２４時間なのか、例えば今申しましたフォ

ルテ摂津におきましても、その時間、今

現在、稼働が６時から夜の１１時まで行っ

ております。その間の時間帯での自動化

ということができるのかということでご

ざいますれば、費用はちょっと度外視し

ますれば、できる、できんの話であれば、

できるんではなかろうかなと。時間内で

あれば可能かなということがございます

けれども、ただ、２４時間ということに

なりますと、なかなか難しい問題が生じ

るということでございます。

　それで、フォルテ摂津以外の施設、例

えば現在、そういう地下でない南摂津の

自転車・自動車駐車場におきましては、

自動化も可能ではないかなというふうに

は判断いたしております。ただ、それに

よりましたら、その費用の分も絡んでき

ますので、かなり経費がかかるんではな

いかなというふうに思います。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　土木維持作業

業務委託の件に関しまして、ご指摘のと

おり、上半期の方が、若干、件数が多く

なっているという状況にはございます。

ただ、発注方法ですけれども、これはあ

くまでも、先ほど申し上げましたトラッ

クと人員構成の流れの中で、それぞれの

班の単価契約をしていると。上半期に１，

９００万円、半分にしまして１，９００

万円を消化するとかいう内容ではありま

せんで、できるだけ我々としましては、

ご要望に応じられるように、１日２班、

あるいは１日３班というふうな形の組み
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合わせ、こういうふうな形の中で作業を

しているという状況でございます。です

から、どうしても年度当初、草の生え方

もいろいろ、冬季に比べますと早い状況

にございます。ですから、道路の草刈り

ですとか、あるいは水路際の草刈り、こ

の辺は回数的にも非常に多くなっている

というのが１つございます。また、地域

の側溝、あるいは水路清掃なんかの回数

におきましても、やはり５月、６月、こ

のあたりに回数が多く持たれているとい

う状況もありまして、若干、上半期の方

が、出動回数は多くなっているというよ

うな状況でございます。

　ですから、私どもも、できるだけご要

望に速やかに対応できるような体制でとっ

てまいりたいと、今後も努めてまいりた

いと考えております。

○山本靖一委員長　山脇部長。

○山脇土木下水道部長　土木維持作業委

託を道路課所管にすべきではないかとい

うお問いでございましたけれども、道路

の良好な維持管理に向けましては、厳し

い財政状況の中で、職員一同、鋭意行っ

ているところではございますけれども、

ご要望の箇所になかなか追いついていけ

ないのが状況であります。少ない道路予

算の中で、何ができるか、土木下水道部

として、今後、道路の維持管理に向けて

検討したいと思って、どういうふうに、

どんな管理に向けて、維持管理に向けて

やっていけばいいのか検討したいと思っ

ております。

　そんな中で、今、委員のアドバイスと

いいますか、所管替えすべきではないか

というお問いに対して、それも私は選択

肢ではないかと思っております。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　先ほどの答弁

の中で、ちょっと申し忘れたんですけれ

ど、平成１５年度の一括発注で１，８０

０万円という額は、原田委員おっしゃる

とおりですけど、それにつきましてはあ

くまでも剪定作業のみの請負額でござい

まして、除草につきましては別個に５０

０万円ほど発注しておりまして、トータ

ルとしまして、平成１６年度の都市公園

管理作業委託にかかります金額と比較し

ますと、平成１５年度につきましては３，

２５３万１，１００円の費用を使わせて

いただいております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　公園の管理でございますが、

よくわからない。というのは、１５年度、

高木ですね、これは１，２１５本です。

１６年度、１，８１２本です。中木、こ

れは１，１２９本。１６年度、１，１４

９本。低木の面積、１５年度、１万５，

９５５平米、１６年度、１年後ですね、

１万７，０８８平米。植樹されたんだと

いう理解もするんですけれども、先ほど

のご答弁では、低木は切っていったんや

というようなご説明もありましたね。見

通しがきくようにということで。

　そういう意味で、実質、必要なところ

の費用は当然支出しなきゃならんと思う

んですけれども、必要でない部分まで入っ

ているんじゃないかと。昨年、私、ちょ

うど選挙がございまして、地域を回って

ましたら、公園の管理は、やっぱりいろ

んなご意見が出ておりました。そういう

ことはないやろうと。やってくれてます

よと。私、資料を持ってますからと言う

けれども、現実には、その地域では切っ

てもらってないと、剪定が全然できてな

いというふうなことであります。これ、

先ほど言いましたように、５月１日から

発注されて、３月３１日まで。そんなら、

一番切ってほしい時期に切れてないんじゃ

ないか。これは、木のことですから、い
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ろいろあると思うんですけれども、住民

の皆さん方の期待にこたえられてないと

いうのは、公園管理だというふうに思っ

ています。

　そういう意味で、無駄というよりも有

効な、効率よい予算執行をやらなければ

ならんと思うんですけれども。そして、

全部すべて一括発注でありますけれども、

この地域の公園については、例えば木が

少ない地域もありますよ、公園もあるか

らね。これについては秋でええやないか

とか。そういうことをして、創意工夫を

凝らさないかんと思うんですけど、もう

一度、参事のご答弁をお願いしたいと思

います。考えだけ。それで終わりたいと

思います。

　駐車場の件でございますが、できない

ことは余り並べられないで、ここはこう

いうふうにやっていきたいと、やってい

かなきゃならないという、費用対効果を

見出していかんと、いつまでもこれだけ

の金がかかるんやと。収入は利用者の関

係で減るけれども、要る金はこれだけ要

るんだと。要る金をできるだけ節約をし

ていこうと、こういうことに向かなきゃ

ならんと思うんで、答弁はもう結構です

けれども、機械化の導入とか考えなきゃ

ならないと思いますので、１年間よく勉

強していただきたいと思います。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園の管理の

剪定の方でございますけれども、確かに

地元の要望を聞き入れないで、そういう

ふうな形でやったことについては、確か

に申しわけないと思っております。今後

につきましては、地元の皆さん方のそれ

ぞれの要望を十分聞き入れる中で、限ら

れた予算でございますので、できるだけ

有意義に使わせていただきたいと思って

おりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午後４時２９分　休憩）

（午後４時３０分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第２８号所管分の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方の挙手を求めます。

　藤浦委員。

○藤浦委員　補足説明がありませんので、

この「新築等」を「新築」に改め、とい

うところだけ、詳しく説明だけお願いし

たいと思います。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　それでは、藤浦

委員の質疑に対する説明をさせていただ

きます。

　この手数料条例で、優良宅地の造成及

び優良住宅の新築等の認定に関する事務

というものが、今現在ございます。この

分について３つの条項が、手数料を指し

ていたわけなんですけれども、優良宅地

の造成に対する手数料、それから優良住

宅の新築に対する手数料、証明に対する

手数料ですね。それから、新築等で、良

質住宅に対する手数料ということを、

「等」が指していたわけなんですけれど

も、租税特別措置法の改正によりまして、

良質住宅の優遇措置というのがなくなり

まして、それに伴いまして手数料条例を

廃止するものでございます。

○山本靖一委員長　よろしいでしょうか。

　以上で、質疑を終わります。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。
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　ご苦労さまでした。

（午後４時３３分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長����山　本　靖　一

　建設常任委員���　�野　原　　　修
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